
2組 織 :運営体制

改革案では不十分

4人

0人 ①廃止

0人 ②他独法との統合,移管

4人 ③更なる見直しが必要(人員・管理費・余剰資産、組織など)

改革案が妥当

2人

く具体的な意見>      :               ¬        _
【③更なる見直しが必要(人員・管理費:余剰資産、組織など)】
・ ガバナンスのあり方を精査すべきだと思う。組織全体のコントロ■ルシステムが不明

確のように思う。また都道府県協会との関係が間接的であるため、現状が不十分にな

うているのではないか。       '
・ 中央と地方を含めた全体的かつ抜本的なガバナシスカミ必要である。
・ シ ステム管理費あさらなるョストダウンを追求すべき。

来章間仕分lチ人より、そあ他として 「人的技Fr移転策として、ホームヘルバー3級 程度 (芥護覇'の

メニュニも考えられるのではないか。制度設計の問題」との記載あり。    、

・情報公開が不十分。また、上部団体として都道府県協会を「指導・育成」する役割も

十分果たせているとは思えない。                   1



厚生労働省省内事業仕分け (企 業年金連合会)

仕分け人 (6名)の 評決結果

1■① 事務 ・事業 (年金通算事業)  .

改革案では不十分

1人

0人  l① 事業そのものを廃止

1 人 ②事業の効率性を高めた上で、国へ事業を移管し実施

0人 ③事業の効率性を高めた上で、自治体へ事業を移管し実施

0人 ④事業の効率性を高めた上で、民間へ譲渡又は委託し実施

0人 ⑤事業を分解し、国t自治体、民間へ譲渡

0人
⑥法人で事業継続するがヽ 更なる見直しが必要(実施方法の

見直しI補助金の肖1減など)

改革案が妥当

5人

く具体的な意見>

【②事業の効率性を高めた上で、国へ事業を移管し実施】

く具体的な意見>             '                               【 ⑥法人で事業継続するがで更なる見直しが必要(実施方法の見直し,補助金の肖1減など)】

【②事業の効率性を高めた上で、国へ事業を移管し実施】                        ‐    t 未 払いに対するインフラ作りについて、公的な年金システムも含めた 卜=タ ルなデ

「未請求者対策」に具体性がなく、改革案としては不十分。                     ―     ザ インの策定が必要になる。                      |

【改革案が要当】   ヽ                                        【 改革案が妥当】  ‐
1運用に対する中長期的な観点からの健全イビに関する体制作り、ガバナンスについては              ,

|  よ り高度化を望みたい。               ‐        ′

1-② 事務 l事業 (受託事業)

改革案では不十分

2人

0人 ①事業そのものを廃止

lA ②事業の効率性を高めた上で、国へ事業を移管し実施

0人 ③事業の効率性を高めた上で、自治体べ事業を移管し実施

0人 ④事業の効率性を高めた上で、民間へ譲渡又は委託し実施

0人 ⑤事業を分解し、日、自治体、民間へ譲渡

1 人
⑥法人で事業継続するが、更なる見直しが必要(実施方法の
見直し,補助金の肖1減など)

改革案が妥当

4人



2組 織 ・運営体制

改革案では不十分

、 3人

0人 l① 廃止

1 ″ ベ ②他独法との統合・移管

2人 ③更なる見直しが必要(人員・管理費・余剰資産、組織など)

改革案が妥当

3人

<具体的な意見>                  .

【②他独法との統合 ・移管】          ‐
・主力業務である「短期中途脱退者の年金」と「解散基金の年金」は、適用業務を除き、

日本年金機構とほとんど同じ業務。職員、システムなどは日本年金機構でほとんど吸

収可能。国べ業務を移管し、一本化することによって、国民経済的にも効果は大きい。

【③更なる見直しが必要 (人員・管理費 ・余剰資産t組 織など)】 ｀
｀・余剰資産を再考する必要あり。     :

`福 祉施設等は整理して本業に集中すべき:    |

【改革案が妥当】   ´ ¨

・ 確 定拠出年金、 IFRSな ども含めた全体的な情宣活動が必要になる。
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厚生労働省省内事業仕分け (全 国健康保険協会)       、

仕分け人 (6名)の評決結果

1「① 事務 ・事業 (保険給付 (保険者機能))

改革案で1ま不十分

5人

0人 ①事業そのものを廃止

0人 ②事業の効率性を高めた上で、国べ事業を移管し実施

1 人 ③事業の効率性を高めた上で、自治体へ事業を移管し実施

0人 ④事業の効率性を高めた上で、民間へ譲渡又は委託し実施

0人 ⑤事業を分解し、国、自治体、民間へ譲渡

4人
⑥法人で事業継続するが、更なる見直しが必要(実施方法の

見直し。補助金の肖1減など)

改革案が妥当

lA

く具体的な意見>      |

【③事業の効率性を高め■上で、自治体人事業を移管し実施】     :
。 医 療保険の=元 化を行い、保険者は自治体とする。        ァ

 ヽ                   ´

【⑥法人で事業継続するが、更なる見直しが必要 (実施方法の見直し・補助金の肖1減など】
・ システム開発は外注でなく自前でやらないと効率化しない。協会が発足して1年以上

経つのにこれからシステム開発をする人材を育成するなど、システム開発への取組が

遅れていて、効率的運営への問題意識も低い。また、サービス向上への意識が低い(保

険証発行が遅れている点を『日本年金機構からデータが送られてきたものを処理して

いるだけ」との発言は問題):

:`隻 払基全等との澤携を含めキ効率的 ・効果的な取組び求められる。また、システム開

:発が遅れている。′そのほかt保険料を減らすためのインセンティプをつけるべきでは
1   な

いか。 ｀
             ｀  ・    1

:審 査支払事務 (薫払基金)と 点検業務の一本イ|を検討する必要がある。協会で全てを

行う場合に必要な投資額、全てを委託した場合の費用軽減額を明らか|ごし、比較検討

すべき。          .
・現改革案では費用古1減が不十分であり、さらなる改革が必要。支払基金1仕事のオ=

パーラツプもあり、電子化とも絡めて大幅な効率ケ'プ をすべき。また、定型業務の

|アウトソーシングも検討し:費用の圧縮もすべき (赤字が4,5oo億円ある良FHn企業な

ら当たり前に取り組む内容モある)。 |

【改革案が妥当】

:世界二の超高齢社会と●るわが国において今後ますます増えて, くヽであろう医療費に

対応すべく、健康保険協会は、中小企業を=対 象とした公的医療保険を担う保険者と

して、長期的な視点で継続可能な運営を目指してほしい。そのために、質の高い保険

者機能を提供してし,くべきだ。外部からぃ、協会化したメリットがまだ見えない。運

営委員会や評議会での議論された内容が、運営現場で生かされているのか、検証願う。



1,② 事務・事業 (健診等の保健事業)

改革案では不十分

6人

0人 ①・業そのものを廃止

0人 ②事業の効率性を高めた上で、国人事業を移管し実施

0人 ③事業の効率性を高めた上で、自治体へ事業を移管し実施

lA ④事業の効率性を高めた上で、民間へ譲渡又は委託し実施

0人 ⑤事業を分解し、国、自治体、民間へ譲渡

5人
⑥法人で事業継続するが、更なる見直しが必要(実施方法の

見直し・補助金の削減など)

改革案が妥当

0人

く具体的な意見>                ‐

【④,事 業の効率性を高めた上で、民間今譲渡又は委託し実施】
・保健業務は医療費削減にどれだけ寄与するかを試算する必要がある。死亡率減少効果

や医療費削減効果が明らかに見込めるものを対象として、健診の実施は民間に委託す

る。

【⑥法人で事業継続するが、更なる見直しが必要 (実施方法の見直し,補助全の削減など】
・保険者機能が十分果たせていない。          _
・科学的根拠を示し、健診の重要性を説く必要がある (健診の重票性とその効果の説明
が出来ずにインセンデイブをもつて高い効率性を上げることができない)。

・健診受診率 1保健指導率だけに目が向きがちであるが、保健指導は被保険者と接触す

る機会であり、被保険者が国民としての義務を果たしていこうとする意識啓発を図る

べきである。
・健診受診率が目標に対してはるか`t低く、施策の有効性に疑間がある。健堡連などを

参考にしながら、受診率のアップに努めることが必要。健診受診率に対して病気発見

率や医療費などの相関をきちんと把握し、費用対効果を明らかにすることが必要a

2組 織 ・運営体制

改革案では不十分

5人

0人 ①廃止

3人 ②他独法との統合・移管

2人 ③更なる見直しが必要(本員・管理貴・余剰資産、組織など)

改革案が妥当

1 ンヽ

く具体的な意見>                     3      ‐

【②他独法との統合・移管】
‐

大ヽ数の法則を生かすためにも●協会けんぱと組合健保を統合し、より効率的:効果的
｀

な運営を行うべきである。                      .
・都道府県単位iこ分割し、将来は都道府県が直接担当する。       |｀
・ (社会保険庁が、協会けんぽと日本年金機構に分かれたことで)年全窓口と医療保険  ヽ

窓口が2っに分かれて、年金窓Elは込～でし`ても協会けんぽの窓口は主ぃていたりな

ど、_かえって効率化になつていなしヽ面もある。国民への窓口としては、年金機構と調

整のうえ何らかの形で両組織による「体的運営考図るべき。         :

【③更なる見直しが必要 (人員 ・管響章
・余剰資産、組織など),

・改革案そのものが示されていると,ま言えない。早急に改革案を示すべきではないか。
・

企画部門の 490本は総人員の 23%と 極めて多く適正とは思えなぃ。本当に必要在業

務に絞つて効果
・効率の高い運営とすることが必要。また、レセプト審査の業務フロ

ー改善による、要因の見直しが必要である。   ,

`改革案が妥当】        .‐
・都道府県単位の保険者の統合再編を視野に入れると、規模 ・対象から'見て、その存在

が今後注目されるようになる。協会の組織については、我が国の医療保険制度を担う   1

としヽう役害Iも意識し、強化を図る大き。       .ヽ
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厚生労働省所管公益法人(仕分け対象14法人)の改革原案について

○ 厚生労働省においては、省内事業仕分け室を設置し、厚生労働省が自ら改革を実施するため、恒常的な事業として、所管の公益法人の事業
などの在り方について、公開の場で、外部の民間有識者による省内事業仕分けを実施。(平成22年5月)               |

0そ の結果や行政備1新会議WGの 仕分け結果をもとに、法人運営の効率化等の実現を図る改革案を今般t決定。

○ 本資料は、各法人の改革案を一覧できるよう、ヒト・モノロカネの観点でとりまとめたものであり、今後t予算編成過程で更なる削減に努力する。
※ なお=端数処理により計数が一致しない場合がある。

*削 減額・肖1減幅は、原則t平成22年度と平成23年度との差額による。【 】は、政権交代後の実績。純減幅とは、国からの財政支出そのものの削減幅をいう。

国民健 康保 険
,ヽ中央会

削減数

26年度までに職員44 管 理部門比率
13%(H22)

削減幅 削減額
うち国からの

財政支出

61.4億円(H21)
↓
40.6億円(H22)
↓ ▲0.4億円
40.2億円(H23)

削減幅(法人あて)

2界8(権 ,
▲1.0%  ▲ 345%

(▲0.4億  (▲ 21.2億

円)   円 )

政権
交代後

(H21→H23)

5.70/o l A30.10/6

(2.3億  (▲ 18.5

円). ‐ 億円)

※ 国保連合会への間
接補助を国からの直接
補助に切り替え

▲0. 4億円
※事務所の整
理統合等

予算額

6′959億円

(H21)

↓
6.277億円

(H22)

の
け

回
分

〈
，
μ」

※

人

省
内
事
業
仕
分
け
対
象
８
法
人

1役 員・職員   ・ 職員については、平成26年 度までに4名削減。  ・

4t          ・
国家公務員0甲につい

下
は、平成22年 4月就任の新役員から役員の公募を導入(平成22年 3月に実施済)。

円を肖1減。

等の補助廃止・コスト削減等(肖1減額▲14.3億円、新規増13.9億円)。

酪員会にシステム監査人等の専門家の意見を反映等           |   |

針の策定                             ‐   |

▲3人                          37.0億 円  30.5億 円(H21)

3難働零零 ¥電摯否遜i:悪菖:理事誇霊墓IIIIIDII   二
▲47            1,%(H22)

[里三至藍皇二「
II:霧 聖襲

霞黒二]IF二
董墓亘III::::「

:lillll名 削減し、支部職員については、介護職員基礎研究撤i星に伴い平成25年度を目途に4
7名削減。       、

´
                               ‐

,国家公務員OBに ついてはt役員について平成22年度中|こ
民間イ|,p早 について平成23午

事に半数以下1子
11減|、

平成?4
年度は平成23年度より更に半減。

2余 剰資産    ,平 成21年度2月から平成22年度6月にかけて本部。支部の移転を実施。これにより、賃借料4.0億円から1.5億円へ縮減。

3委 託事業等   ,介 護雇用管理lll度等導入奨励金め見置しにょり2億円削減(平成23年度)。             ‐
‐        ・ 介護職員基礎研修撤退に伴い7億円削減(平成25年度目途)ぁ1   ,    ‐  ‐

〔:卜彗輻i卜〕:
原

‐  則



削減数 削減幅 削減額

▲ 7A _ 1 1 _ . _ _…………………―――‐――̀ =………, _ _ ,――̈ ・―~ ~ ~ ~

メ常勤役員▲a及 ____5o■ =__二____■ __
日本ボイラ協会  =`職 員▲ユ&___=___ヨ ヨ12329___二 __主 __

※ 役員報酬を190/6肖1減  管 理部門比率 ■  ‐
※ 早期にさらIF職員‐▲5   8%(H22)

1役 員・職員

2‐余剰資産

5競 争性の確保

▲21人

日本臓器移植 ~硝 勤役頁IIだ 「「
~~「

U挽 「「
~~「~「

「
T,

ネットワーク  ~蓬 唐語勤覆罪轟磁Ю天
~「~U651U「 ~「~「…~う~

X稜 頁配闘曇不副 菌漂「「管理部門二[率

削減幅(法人あて)  純 減幅

窪界簿1縫)窪界8(縫)
予算額

46億円
‐

.  (H21)

↓
40.9億円 ‐

(H22)

うち国からの
財政支出

0円 (H 2 1 )

↓   |
0円 (H22)

↓
OFI(H23)

省
内
事
業
仕
分
け
対
象
８
法
人

仕
分
け
５
原
則

ヽ

１

１

ノ

．　
　
‥５人
‥２７人銀

．一　霧霧職員‥

常

常

〆
―
１
１
ヽ

・平成23年度に、常勤役員については2名肖1減(前倒しで実施済)。常勤職員については、平成23年度に5名、その後早期にさ
らに5名肖1減。

:国家公務員OЁについては、職員について検査員等の専門職を除き定年後解消。

・特定損失準備積立預金等(60億円)についてt検‐査等の過失により損害賠償を求められた際等べの対応に充てる積立預金を

損家保険から他社保険べ切り替えること等により、大幅に縮減した上で事業運営安定のための基金とするもまた、縮減によっ

て生ずる資産でボイラ■め安全水準向上や地球温暖イビ防上に配慮したボイラT燃 焼技術・制御技術開発のための研究1基金

を造成し、その運営を外部有識者より成る第二者委員会に委ねる。      |             .  ‐  ‐

。できるだけ早期に検査部門を切り離した上で、研究活動中心の法人とすることとしており、その具体策を検討中。

9.6億円 1 5.1億 円(H21)
‐

(H21)↓

↓    8.1億 円(H22),

18.2億円  ↓ ▲0.8億円

(H22)7.3億 円(H23)

※ 22年度は法改
正に伴うシステム、
人員増等

人べの移行認定後 5% (H22) 同 左

1役 員・職員 ・役員については、平成23年度に21名削減。
・国家公務員OBに ついてはt平成21年度末に退任した厚生労働省OB職 員の後任を公募

・システムの改修等、施行時の特殊要因に係る経費の肖1減により、0.8億円削減。委託事業等

広報・啓発活動  ・一人でも多くの方に移植医療に関する知識を深めていただけるよう普及啓発活動や、意思表示方法についての広報活動を充

実する。具体的には、臓器提供意思表示力■ド等とその記入方法等が―体となつたリーフレットの作成、配付、運転免許セン
ーター等関係機関の連携や政府公報など多様なメディアを用いて効率的・効果的な普及啓発活動を行い、必要な予算確保を行う。

A9.90/o    43.1%

(▲018億   (2.2億

円)   円 )

〔著「饂静〕３

　

　

４

仕
分
け
５
原
則

常勤役員1/1(H211→1/3(H22}→次期改選時(23年6月)に公募

非常勤役員3/351H21)→3/35(H22)→1/151H23)→次期改選時(23年6月)に公募 |
｀
          職 員1/36(H21)→0/41〔H22)



削減額 予算額

3 . 9億円

(H21)

|↓
4.5億円

(H22)

純減幅

.界8荘(縫,1纂Ti内「炒|
2.3億円 (H21)     |

↓

2.8億円(H22)

↓ 0円
2.8億円 (H23)

※ 23年度の額は、企

画競争により事業を受
託したと仮定した場合

国際厚生事業団 (部
長ポストを▲1)

管理部門比率
140/o(H22)

00//o     21.70/o

(0円 )  (0.5億

円)

同左

同左

仕
分
け
５
原
則

省
内
事
業
仕
分
け
対
象
８
法
人

〔リト菖拐lit〕
1役 員・職員   ,国 家公務員OBに ついては、常勤役員について次期改選時から公募             ■

3委 託事業等   ・ 既定経費の肖1減に努力6                                   ・

5競 争性の確保  ・ ASEAN、 日本社会保障′,イヽレベル会合事業について、企画競争の結果、国際厚生事業団への委託は廃止。

▲ 2人

|       _(lL離 員■2人___J髪 222_■ 1と_■_.__
医療研修推進財            管 理部門比率  |

団                    33%(H22)

国家公務員 1  非 常勤役員3/22(H2η→3/22(H22)→次期改選時 (23年3月)に公募
OBへ の対応 1   職 員3/12(H21)→3/121H22)→退職後(26年度)は公募

1役 員・職員

215億円   0.3億 円(H21)    _

(H21) ↓↓  0円鯛"  :4 娼
i管2ず

15 晶́温L  I

仕
分
け
５
原
則

ヽ

―

―

ノ

人
状
秋

一貝
口貝
一貝

役

役

職

勤

勤

常

常非

ｒ

ｌ

ｌ

ヽ

・平成23年度に、役員について2名削減するとともに、部長ポストを4ポスト削減。    :
・国家公務員OBに ついては、役職員ともに退任・退職後は公募。

・医療関係職種の試験事務については:指定機関を二元化する方向で、関係団体との調整に入り、段階的に実施する(平成23

年3月までに、具体的な改革案をとりまとめるょ)ら             ｀
3委 託事業等



削減幅(法人あて)

安全衛生技術試
験協会

1削減数      ‐ 肖1減幅■

▲ 4人
 _____― ―‐・・=― ――二==_=___..=_____― ‐11-… …‐__

-li量:曽;::「1)」ノト‐1-「「「1811`i百チー……「1‐~‐3‐~-1-‐―――‐
「
―
「「
~~~~~―

「1・
―…
…

…・~ ―̈―――
「

130/o(H22)

削減額
‐
予算額

17.3億円.
|  (H21)

↓

16.5億円‐
~(H22)

▲0.1億円 23.4億 円  15億 円(H21)
事務所移転    (H21)| ↓ ,

うち国からの
財政事出1  2界8

0H (H21)

↓
OF弓(H22)

↓
OR (H23)     .   ■

I)今界8荏1蕪)

仕
分
甘

原
則

ヽ
―
―
ノ

ｒ

ｌ

ｌ

ｔ省
内
事
業
仕
分
け
対
象
８
法
人

常勤役員:3人

非常勤役員:9人

職員:90人

ヒューマンサイ
エンス振興財団

1役 員・職員   ・ 平成23年度に、役員について1名肖1減(前倒しで実施済)、職員については3名肖1減。また、職員については、受験者数の推移
を見っつ、さらなる肖1減に努める」

      :す 夫て解,:じt議`員|:らぃては肇議員降あ専門職を除書定年後癖消。・国家公務員6Bあ うち、役員については22年7月に

2余 剰資産    ‐ 保有する事業費調整引当預金等(19億円)を見直しt全部又は■部の安全衛生技術センタ‐の施設買取り及び試験実施のた
めの民間施設の借上げ等の受験環境改善のために必要な資金とする。    |    ‐

            '

_単年度収支
ダ翼           ょ 亨琴

措置と|て、労働安全・労働旬生コンサルタント言式験みび作業界境測定士試

暫贅りヽJL9ノゝL_____――――――‐―――――‐――――――=_ _̈ __―‐1

_」コ箋聾譲ノbfと乏ゝ_1_____̈――Jle21`Ll_____―‐――l___
管理部門比率

‐             220/o(H22)
↓     13億 円(H22).
20億円   ↓ ▲5.3億円  ▲ 40.8% ▲ 48.7% ,

(H22)7.7億 円(H23) (▲ 5,3億 (▲ 7.3億  0円
円)  ・ 円)

▲13.30/o・

(▲2億

円):

※23年度は公募となる研究事業に1■
4篭ξttWi舗聾

・人員については、平成23年度に最大9名(ほかに派遣職員3名)肖1減し、3部門を削減。
・国家公務員OBに ついては、役員について次期改選時から公募。

※ 一定の委託事業等
については法人への委

託等は廃上しt研究者
等に研究費として支出

1役 員1職員

２

　

　

３

５

仕
分
け
５
原
則

余剰資産    ,事 務所移転I「より、賃借料1,00o万円肖1減。                  、

委託事業等   ・ 再生篠療実用化蘇究推進事業及びヒトゲンムテ■ラT´=ド推進事業の廃上、政策創薬総合研究・推進事業の縮減により:5.3

競争性の確保 _億 南肖1減。またt政策創薬総合研究・推進事業につし`ては、国が直接公募して実施主体を選定することとする。   |



削減幅(法人あて)

削減額 予算額
うち国からの

ッ撃支出
‐
  2界8 薦曇11)今界8警雌難̈

(非常勤役員▲11人  20→ 9

議需鋼 話プ 面Ⅲ… 棚 勝

▲ 1■人

1役 員・職員

仕
分
け

〔ノ讐腎》拶:ひ〕i 3委
託
「「〒

全国生活衛生営
業指導センター

13.5億円  0円 (H21)

(H21)  ↓

↓     0円 (H22)

13億円    ↓

(H22) 0円 (H23)

行
政
刷
新
会
議
Ｗ
Ｇ
仕
分
け
対
象
６
法
人

・役員については、平成23年度に11名削減すると共に、役員報酬の引下げを要請。
・国家公務員OBに ついては、常勤役員2名は平成22年7月に1名公募、1名削減(予定)、非常勤役員は平成22年4月に1名、
7月に2名削減し、残る1名は0月に公募、:職員については定年により順次解消し、その後は公募。

・理容師等が2名以上の場合に課せられた管理理容師・美容師制度の在り方について、理容師・美容師の方や関係業界の意見
の十分な聞き取りとt実態の把握を行うための場を平成22年9月中に設け、年末を目途に結論を得る。

管理部門比率
200/o(H22)

5 , 9億円

(H21)

↓
6億 円

(H22)

4.1億円(H21)

↓
4.1億円(H22)

↓ ▲2.8億円
1.3億円(H23)

左 同

1役 員・職員   。 国家公務員OBに ついては、非常勤役員について2名削減し、職員については定年により順次解消し、その後は公募:

3委 託事業等   (ク リーニング師研修等事業)受講ニーズを踏まえた研修テキスト及び研修計画の大幅な改善を図る6クリーニング師の資質の

向上方策の在り方について、クリーニング師の方や関係業界の意見の十分な聞き取りと、実態の把握を行うための検討の場を
平成22年 9月中に設け、年末を目途に結論を得る6

製 筆場ヂ舅靭珀請貿職警亀勇黎彎禦Ψ 諷奪R懸量晨換F   認 £場年干嗜
2年9:劇こ設

4広報・啓発活動 (クリーニング師研修等事業)Web広報機能の拡充・強化策を図る3                    1 :・

▲ 68.30/o  ▲68.30/o

(▲2.8億  (▲ 2.8億

円)   円 )

仕
分
け
５
原
則

ヽ
―
―
―
ノ

以
‥２０人
‥９人・輔疇警．

ｒ
ｉ
ｌ
ｔ



削減数

組織を大幅にスリム化
※ 23年度中に委託事業を

労災保険情報セ 廃 止することに伴うもの

ンタニ

1 肖1減幅(法人あて) 1純 減幅う
暴F念写|(藁)1界紺墨〉削減幅

管理部門比率
・   4% (H22)

管理部門比率
6%(H22)

予算額 :

169,7億円

(H21)

↓   |

123億円

(H22)

88.9億円(H21)

↓
65:7億円(H22)

↓▲19.0億円

46=7億円(H23)

削減額

A28.90/o  A47.50/o・ A lo.20/0  ▲33.60/0

(▲19.0 (▲ 42.2 (▲ `.フ億  (▲ 29・|

億円) 億 円) 円 ) :億 円)

行
政
刷
新
会
議
Ｗ
Ｇ
仕
分
け
対
象
６
法
人

1役 員・職員
.       仕

〔」な'〕!|1皇言||
組織をスリム化
※ ■般競争入札が実施さ

雇用振興協会  れ ている「とによる

311.9億円  0円 (H21)

二・還
:光
漱

・国家公務員OBで ある専務理事について公募を行い、平成22年 6月 17日 に民間出身者が就任。国家公務員OBの 役員は解

,肖           .

・労災診療費審査点検事業(委託事業)について平成23年度中に廃止し、国による直接実施に切り替える。
・労災診療貸付事業(補助事業)については、業務の集中化による事務費の大幅な縮減を図るとともに、貸付原資について、労
災診療費の支払い状況を見極め:可能な限り圧縮する:‐           |

〔1蝙1‐〕
１

　

　

　

３

５

仕
分
け
５
原
則

役員。職員:   ,国
家公務員0日については、平成22年6月に役員を解消した暉か、1平成23年 4月までに職員を7名削減61   ‐

委議事業等   ・ 雇用促進住宅の管理運営費について、平成22年度から一般競争入札(最低価格落札方式)を導入しており(民間事業者が15

競争性の確保  都 県で応札、10県で参入)、民間参入の促進によつて更に削減を図る(201.8億円(自21)→146.1億円(H22)→更なる削減)。

常勤役員3/3(H211→0/0(H22)

非常勤役員1/71H2η→0/10(H22)

職員39/217(H2幼→33/2071H22)

管理人112/517(H211→93/422(H22)

国家公務員
OBへ の対応



削減数 削減幅

_ 4 、 4 ノ ゝ _ _ … … … … 1 _ _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ ― ― ¨ ¨ ― ― ― ― ― ¨ ‐― ― ― ―― ― ― ―

_=(ヨ議』亀J 4ヽ人 _______1__1≦l燿 __.二___11_p……1
管理部門比率

190/o(H22)

▲3人=幅
』E15ラ〔

~~~~~・~~~~~~2そ
テ,fラ

~~~~~「=ヌーー~「~
~~~~1~~・~~~‐~~1~~‐~~―̈̈

寵罫コ重需疇F月二Eコ匡
~~~~~―――

25% (H22)

削減額  予 算額

5.5億円
(H21)

↓
二   4.4億 円

‐       くH22)

5.2億円

(H21)
一   ↓

48億 円

(H22)

うち畠からのl iJ減
幅(法人あて)

叩琴■ 2界8(晶)
1.4億円 (H21) :

↓

0.9億円 (H22)
A1000/o   A 1000/0

↓ ▲0.9億 円
(▲0.8 (▲ 1.3億0円 (H23)

|   億 円)   円 )
※ 2二年度の減少額
には、22年度終了の
事業費を含む

:政権
交代後
(H21→H23)

同 左

▲ 7%  ▲ 250/o

(▲ 0.2  (▲ 0,9

億円) 億 円)

※ 施設管理を委託事業
から切り離しt国が一般競
争入札により直接調達

仕の
け

回
分

〈７

日本iLO協 会

行
政
刷
新
会
議
Ｗ
Ｇ
仕
分
け
対
象
６
法
人

〔Ю疇卜〕

女性労働協会

〔り襦 ^〕

仕 1役 員・職員   ・ 職員については、平成23年 度に4名削減。

雀          ・
国
で

公務員O甲については、次期改選時に公募。

晨 91委 託事業等   ・ 国際機能開肇計画事業を廃止し、7′560万円削減。

員リ

3.6億円(H21)

↓
2.9億円(H22)

↓ ▲Q8億 円
2.1億円(H23)

A27.60/o  A41.70/o

(AO.8    (Al.5

億円) 億 円)

※ 23年度の額は、企画競争の結

果、新たな事業を受託したと仮定
した場合

１

　

　

　

３

５

仕
分
け
５
原
則

役員・職員

委託事業等

競争性の確保

:瞥曇壕墓讐罵菖成 職 賃層ξ:炒 期裏違時(23年 :月】硲 募し、職員に飢 てヽは、退職後は角旱消。

・女性と仕事総合支援事業は平成22年度限りで廃止し、事業目的・手法、女性と仕事の未来館の活用についてゼロベースで見
直して男女ワァクライフ支援事業として平成23年度概算要求。
・新たな事業においては、施設管理は委託事業から切り離し、別途調達(一般競争入札)   |

平成23年 度
以降分を含む

常勤役員1/2(H2η→1/2(H22"次 期改選時(22年12月)に公募
常勤役員3/18(H2η→3/13(H22)→次期改選時(22年12月に公募

職員0/13(H211→0/13(H22)
国家公務員
OBへ の対応

▲ 12 0人 +α



厚生労働省所管公益法人の改革原案について

法人 省内事業仕分け 行政刷新会議wG

(社)国民健康保険中央会 ○

(財)介護労働安定センタニ
○

(社)日本ボイラ協会 ○

‐
(社)日本臓器移植ネツトワーク ○

(社)国際厚生事業団 ○

(財)医療研修推進財団 ○

(財)安全衛生技術試験協会 ○

(財)ヒュ■マンサイエンス振興財団 ○

(財)理容師美容師試験研修センタニ
○

(財)全国生活衛生営業指導センタT ○

(財)労災保険情報センタ■ ○

(財)雇用振興協会 ○

(財)日本ILO協会 ○

(財)女性労働協‐会 ○



(社)国民健‐康保険中央会の改革案について



4.事 務口事業の改革

【契約の徹底した適正化】 ‐    ‐
O競 争入札の徹底(システム開発、印刷業務等)   |

Io随 意契約を極力減らす●く、契約事務効率化指針を策定口圏□額.:     |
O契 約審査委員会にシステム監査人等の専F可家め意見を反映□國ロロト    : :
・0厚 生労働省において制度改正内容を早期に確定し、システム開発等に係る競争入札を行う

時間由余裕を確保―  |

【システムの最適化・効率化め推進】―    |     ■  ‐    ・ ‐
O新 たに採用したシステム担当理事(元1民間企業システム担当役員)1,こよる改革の推進(平

成2、2年4月 γ)

○ システムコンサルタントの増員                     ‐
oシ ステム監査人(元日経済産業省CIO補佐官)め役割の強化  ‐ ‐ ‐  :  :

【レセプト審査のあり方】口圏厖鋼         _     ‐
O厚 生労働省の「審査支払機関の在り方に関する検討会」における検討を踏まえ、対応(審査

委員会の体制、査定率格差の縮小、手数料のあり方等)      1
0審 査の質の向上に向け、地:方厚生(支)局(保険医療機関等の指導ご監査部門)との定期的
‐な情報変換を実施(平成22年度中)



【国保連合会間の査定率格差の縮小】口困圏D
Oレ セプト電子化の推進と国保中央会独自の「2画面審査システム」の全ての国保連合会ヘ

の導入による審査の効率化、審査データの集積      ‐    ■   |
0審 査基準の統一と国保連合会間の査定率格差の縮小‐―    l l
Ⅲ審査デ■夕の分析口検討 1 1  1    1          :  :
1審 査事例のデータベニスの構築と国保連合会による活用の促進        ■
`国 保連合会職員を対象とする研修等の実施               ‐

堰    鷲 四 ~ヽ‐ ‐
討会Jを設置して検討を行い、その提言に基づき

1対策を実施  ■
‐
                          1

■ 審査支払業務の効率化、医療:介護・健診情報等の分析、国保中大会と国保連合会の

1 :役割分担のあり方、保険者支援業務の充実口強化、高齢者医療制度改革べの支援策、
1   日 保保険者の広域化に関する検討、その他         ‐     ■

【役職員の退職全や給与水準の見直し】    1  ‐    i■ ■

O政 府全体の方針を踏まえて実施 ‐  ‐  l '   ■    :

(参考)人事院により算出されたH2o年 度のラスパイレス指数は、在職地学歴勘案で100.8

【旅費・宿泊費等の節減】    |   . :   |   1 1    ■
―

O旅 費規程の見直しにより、原則日帰りの徹底。宿泊を伴う場合においてはパッケ■ジ利用|
の推奨    1 ~    _         ヽ  ‐

3



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容、

レセプト審査のあり方について

・レセプト審査を民間委託した場合の是非を洗い直す必要が
あるのではないか。.
ニレセプトの審査体制を全国的にも統一に向けた動きとする必
要がある。それを通じた国全体の医療費の管理が必要である。
・審査支払いは保険者としての重要な役割である以上、この部
分の

[み
の支払基金等との統合を図ることは困難である:

‐1.「審査支払機関の在り方に関する検討会」に
おける検討を踏まえ、対応   1  1 1

ヽ
「
―
「
ノ

討ヽ
体

¨
検

の

健
賄

ピ

2.地方厚生(支)局との定期的な情報交換を
実施 :

〔華の質あ向■城22年度わ|| ‐
<仕分け前の改革案>  く 仕分け後の改革案>

⇒

1.厚生労働省「審査支
払機関の在り方に関
する検討会」における
「検討を踏まえ、対応

2.地方厚生(支)局との
.定

期的な情報交換を
: 実施   :
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主な指摘事項 改革案の更|なる見直し内容

2:査 定率の連合会間の格差是正

8審査の充実ひいては保険診療の公平な受:益等の観点からも、
各連合会ごとの査定率の相違の中身を分析し、改善を図るこ
とを中央会の重要な取り組みとして位置づけていただきたい`

11国 保連合会間の査定率格差の縮小

8縫,評露芳晏路縫繁員8獣
による審査の効率化、審査デニタの集積   |

②審査基準の統Tと国保連合会間の査定率格差

の縮小 '        |       ‐
・審査デニタの分析口検討    :  |
甲審査事例のデTタベースの構築と国保連合会に
よる活用の促進
・国保連合会職員を対象とする研修等の実施

<仕 分け前の改革案>  <仕 分け後の改革案>

⇒
1.国保連合会間の査

定率格差の縮小

5



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

3.システムの効率化及び契約の見直し

'システム効率化と事業効率の推進。   .
ロシステムの性能向上。              ・
:随意契約が90%以 上は異常。       .
=RFPの 公開t外注化。        :
ロシステムに関する契約の適正化について更なる検討が必要。
システム監査人がシステムのレベルについて審査する技術は
あるとしても契約金額の適正きについて審査できるのか不明。

｀

入札を可能な限り実施すべきである。     1
ロシステ■対応への更なる検討カミ必要も         、
ロシ不テムの共同開発についてtその意義は十分に理解でき・

るが、ハ■ドの違いや独自システムの有無により、連合会に

変更寓婁轟曜鍵斐f輩緊遷γ諄書準甲な澤合会?攀Fを言す

1.システムの最適化・効率化の推進

2,契 約の徹底した適正化

3.国 における制度改正内容の早期確定

1競争̂ 札を各|:時甲的余溶1確保 ‐ 1   ‐
<仕 分け前の改革案>| ´ <仕 分け後の改革案>

ヽ
１
１
１
１
１
１
＝
ノ

現
①
担
②
③
化

ｒ

ｌ

ト

ト

ー

ｌ

ｔ

ヽ
―
―
―
―
―
■
ノ

札

約

査

入

契

審

争

意

約

。

競

随

契
映

①

②

③

反

ｒ
ト
ー
ー
ト
ー
ー
ヽ

1.契約の徹底
した適正化
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主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

41組織のあり方について
=

‐国保連との間でのガバナンス体制をより見直す必要がある。
日高齢者医療制度の3年後の見直しに向け、国保連合会のス
ムーズな受け皿機能の発揮。
1過渡期的に対応せぎるを得ない状況だと思うが、国民皆保険
制度の持続性のある方向性をしつかり示すことが必要。
口国全体の医療費の管理の観点からの対応が必要。
口介護保障業務の民FE5への移管の是非を検討すべき。
日一定数以上の国民を対象とした詳細な医療費データの集積
が可能な分野であることから、暮しぶりとの関連を探るために、
社会属性(一人当たり県民所得、高齢者世帯の割合等)をカロ
えた都道府県上し較、格春分析を行つて欲しい。
・組織運営上の見直し。透明化の推進を。
:基礎的団体である市町村国保の運営基盤の強化はt中央会
にとっても必:要なことである。市町村国保の広域化を推進する
ためには、国や中央会の支援が必要となることから、組織運 ,
営体制の見直しにあたうては配慮が必要である。

1.国 保申央会,国保連合会のあり方の検討

国保中央会に「国保連合会の将来構想検討会」を
設置し検討を行い、その提言に基づき対策を実施

・審査支払業務の効率化
・医療1介護・健診情報等の分析
・国保中央会と国保連合会の役割分担のあり方

｀

「保険者支援業務の充実・強化
・高齢者医療制度改革べの支援策
1自保保険者の広域化に関する検討
,その他               :

≦仕分け前の改専案>| く 仕分け後の改革案>

1:国保中央会口国保連
合会のあり方の検討⇒

7



(社)国民健康保険中央会の概要

≪基礎デニタ≫ 【22年度】【鯵ゎ2癖度】|≪組織体制≫ I管轟鍋割

〔皇Jζ倉:Ll〕 2人 4人

1議員 :Ⅲ翼1〕 3人 5人

■算| 6,277.3億円 1詠:あi議1ニ 40.8億円 61.4億円

(全体) 13.4%

本部
8部14課

(89人)

うち管理部門
1′部2課(12人)

13:4%

地方

* 役 職員数は平成22年 4月 1日現在、予算額は平成22年 度の数値、
うち国家公務員出身者口'現役出向者についてはそれぞれの年度の4月 1
日現在、うち国からの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

≪主な国庫補助事業≫

予算
うち国からの
財政支出

1犠譲鯉謙1鍋 素需庁| 鵜.3億円 14.8億円

樵1簑1   訪 | 28.8億円 5.7億円

1413億円 10.1億円

臨螂 蹴 鵞 26:3億円 10.1億円

守|〒揮鶴撃蠍 1言十 0.1億円 0.1億円

「 ‐ ~ ~ ~甲 甲 甲 ~ 7 ~ ~ ~ ~ ~― ― ― ― … …

組織図

企画調査課

事業課

保健事業課

介護保険課   |

障害者給付課

広報=課 , ,

広報二課

レセプト電算管理課

共同電算課

審査管理課  ~

審査業務課
L_申 二 二 _=二 二 二 L      曾

鳳 禾 物 不
    l

課

課

課

務

計

修

総

会

研
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財)介護労働安定センタニの改革案について

1。ヒト(組織のスリム化)
| ■ | | ‐■ : | 1 1 1 ■|

た1雪尋ぽlFTT≧:〉1漸雹輻]|
‐
【うち本部職員】【うち本部職員】 |

45人    ‐  40人 二_二
|   ‐       1

1

平成21年度 平成22年度

0/13人中

削減数
御 家公務員
ゝ_ё B関連 _

役員 3/12人中

職員 83/407人中 52/314A中 ▲31

(※ 非常勤職員を含む)

▲本部職員3名

▲支部職員47名 (介護職員基礎研修

役員:理事長・監事は公募 :

22年度中に役員全員民間化
職員:日本部職員3名削減及び基礎研

・23年度OB数 は半数以下て
｀

 削 減、24年度は23:年度よりさら
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4:事 務・事業の改革

【雇用安定事業】
1業 務の集中化による相談援助業務の効果的・効率的実施
口平成23年度以降t介護労働安定センタ上を助成金の支給機関としない。
・介護事業所の雇用管理改豊のための相談・援助:を中心に効果的:効率的に業務を実施する。

璽  :
|

今後ともさらなる成果を得るべく取り組みを進める: ニ
ムページを充実等1血  ‐  ―   |‐3情 報提供・相談援助機能を強化するためのホ=

|             「
′

|

雅麗鱚鷺ふL論通島饉  ■
: 介護職員基礎研修(500H)は、民FE5の参入体制の整つた地域から25年度目途に順次撤退

響朧屎棚森品直し― |  | ■ ■ ‐
′      」: _ _ _ _ _ 1 : 」l i l : : : i l l i l l l i l i = J : : : [ : 1 : ] [ : ` : : i : : : : i l l l i ! ! : ! : L i l l i : : ! 【: 」: : : : : 」: ' : : : ] : : : 」[ : : : : : : : : : : _ 1 : : ] [ : i t i ! : : 」J : : : : i , : : : : ` : i i L i ` ` l l l i : i l i : : ! l l : 1 : L J : : : [ L : : : : : : i l l i l : : l i l l l i l l : : : : i l i : 1 1 [ l i ! : : : l l i : : : 」1 1 : l : : : : : : : : : : : : i : : : 1 1 1 1 1 1 : 」を: 」: : : : L 」̀ 1 : L i l l i l ` : : i L i l l l : i : 1 をi l ! 【: i l i l l l l l l , 1 : : : : : : : l l i i l : l i l i l i t i l 1 7 1 : : : i l i l l

の抜本的見直し      :

璽        ‐ ‐  ‐ ‐
・

・                ‐

1櫂 醜櫂鯉慇 編 =暦お繕保轟   : ~| ・
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【参考】仕分け結果を踏まえた改革案にっいて((財)介護労働安定センタ■)

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

〈雇用安定事業〉
.       |

1法 人で事業継続するが、更なる見直し
が必要(4/6)。        |

1■1:成果を踏まえた業務運営を行うベ
き。          |. ・

1■ 11成 果を踏まえた業務運営

○ ‐介護労働安定センタ■が相談援助を実施した事業所
については、支援後1年の自己都合による離職率が
11.9%で ある(介護職種平均18:7%、 全 産業平均
14.60/o)。          |

またt事業所訪間により平成22年3月に把握した介護
職員処遇改善交付金の未申請事業所べの働きかけによ
りヽその後t43.6%が 制度の活用済み又は予定6

0事 業所訪問先は新設事業所や小規模事業所を重視
している(2o人未満の事業所50:フ%(平成22年3月))。
i引き続き相談援助の必要性等を踏まえt訪間計画に基
づき実施。        :

○ 関係機関との連携を強化し、関係機関が行う施策1主っ
いても有効に活用されるよう、引き続き関係情報のワン
ストップサ■ビスを推進する等介護事業者への支援内容
の充実IF努ゅる。また、成果を踏まえて毎年度更なる業
務の検証を行うよ   .          :  :

<仕 分け後の改革案>:      1    :

:                                                      1             1   ‐       |   :     :      ‐ |.      :          ‐       |             ‐



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

1二2奨 励金は国直轄にすべき。

1二2業 務の集中化による相談援助業
務の効果的・効率的実施

○ 平成23年度以降、介護労働安定センターを助成金の
支給機関としない。    ●

O業 務を集中化(助成金支給業務を廃止し、事業を雇
用管理|1関する相談援助、雇用管理責任者講習、雇用
管理実態調査等に集中)し、かつ、より成果を踏まえた|

検証を継続する。    1        1 1
これにより、介護労働安定ヤンタTが介護事業所の

雇用管理を疎善するための支援をより効果的・効率的
|に行えるようにする。|  ‐

<仕分け前の改革案>  <仕 分け後の改革案>

介護雇用
管理制度
等導入奨
励金の見
直し

4.そ の他改革事項
【雇用安定事業】  ´    :
1業 務の集中化による相談援助業
務の効果的占効率的実施
「平成23年 度以降、介護労働安定「

センタ=を 助成金の支給機関とはじ
ない。
・介護事業所の雇用管理改善のた

率的に業務を実施する::

12



主な指摘事項 改革案の更なる見直.し内容

1■3関 係機関等との情報の共有化を
進めるべき:      ■  |  |

174政 策提言に取り組むべき。

1二3情 報提供口相談援助機能を強化
するためホームページを充実等  l

?昌 薩 卵 歴 擢 毅 観 麗 響 雷 撃 皐
の雇用管理改善に資するよう事業所訪間により,情報提供
を行うととも|ミホニムペニジの充実を図る:   1 1 ヽ

Oホ =ム・ベニジの充実はt可能なものから着手することと
しt既に掲載している雇用管理改善の好事例集 (約700)
についても、リニュTア ルを図る。       |

〇 関係機関との1連携を強化し、関係機関が行う施策につ
いても有効に活用されるよう、引き続き関係情報のワン
ストップサ=ビスを推準する等介護事業者べの支援内容
の充実に努めるも(再掲)  :       :   |

○ 雇用管理実態調査結果、個々の相談援助事例等を踏ま
えた政策提言も随時行う:

<仕 分け後の改革案>|

13



｀
主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

自治体へ業務を移管して実施(2/6)。 o雇 用,管理改善の支援は1介護事業者が行う労働者
の募集にはじまり、採用から配置、昇進、労働時間等
の労働条件、健康管理を含む福利厚生など入職から
退職に至るまでの労働者の雇用に関する幅広い分野
についての支援を必要とするもの6  ‐
介護労働安定センタニは、雇用管理に関する専門機

:関であり、かつ、介護分野の関連情報をも集積している
ほか、次のような特長がある。
1自治体と事業所の双方と連携を図り、自治体が実
施する制度の周知や浸透にも寄与:   1 -   |

・管理監督等を行う行政機関と異なり、中立的な立|
場からのきめ細かな支援を実施。   .  :
今後とも、種々、の関係機関・団体と連携して実施。

14



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

<能 力開発事業>  ‐

介護職員基礎研修はt市叶村:民FEqへ移管
すべき。       |    ・

｀
介護職員基礎研修からの撤退

識 曇配蒲酪瓢鎮利國運諦tT呼
(5 Ḧ)を実施しているがt研修修了による介護福祉士受験資
格等への制度上のメリットが明確でないなどにより、採算性が |
不透明なことから、民間機関の参入が進まない状況にある:

○ こめような現状から、平成20年度実施め介護職員基礎研修

きな晋準:電Fが(7)介諄言彎安〒:f:,す |

‐■翼彗彗擢議を彗    認 燿寵狡購醜:
力ヽ財)介護労働安定センタニと同程度のコストでt介護職員基‐
礎研修(50oH)を実施することが可能となつたがで委託訓練、基
金訓練で設定される訓練めほとんどがベルバー2級研修等短
期間の実践向け訓1練となうているところ。 | ‐

O介 護職員基礎研修(500H)については、これらの制度や平成
23年度に倉1設予定の求職者支援制度に基づく当該計1緑め設 :

1 定状況も踏まえてt民間の参入が図られた地域からt平成25
年度目途に順次撤退する。      1       ・

く仕分け後の改革案> 1     1   :

15



主な指摘事項‐ 改革案の更なる見直し内容

く組織・運営体制>
組織体制の見直しが必要

1.組 織体制の抜本的見直し

023年 度に本部職員3名削減      i
025年 度を目途とする介護職員基礎研修撤退に伴い、
支部職員47名を順次肖1減するなど、事業実施状況に合
わせた組織体制の抜本的見直しを実施

<仕分け前の改革案>  <仕 分け後の改革案>

210B縮小の具体的目標設定

023年度はOB数は半数以下に削減 |
024年度oB数は23年度よりさらに半減

<仕 分け前の改革案>   <仕 分|

本部職員
3名削減

(2二年度)本部職員3名削減
+     ■

介護職員基礎研修撤退(25

年度目途)に伴う支部職員4
7名 順次削減等組織体制の
抜本的見直し   ‐

(23年度)
OB数は半数以下
・
に肖1減

(23年度)'
OB数は半数以下に減少

i+

(24年度)

oB数は'3年度よりさら



(財)介護労働安定センタニの概要

≪基礎デ‐夕≫ 【22年度】 【惨考)21年度】 ≪組織体制≫

1響|
常勤1人

非常勤12人 轟^去貰二峯|
常勤1人

非常勤2人
常勤1人
非常勤2人

1職
1員|

296人
Loほが      1
非常勤職員18人」

常勤52人

非常勤0人
常勤82夫
非常勤1人

1予|‐
1算|

30億円 24億円 30億円

* 職 員296人の内訳は正規職員97人 (うちOB43人)、 非正規職員199人
(うちOB 9人)と なつている。   1 `            .

* 役 職員数は平成22年
｀
4月 1日現在、予算額は平成22年度の数値、うち

,国家公務員出身者 ・現役出向者についてはそれぞれの年度の4月 1日現
在、う:ち国からの財政支出にういてはそれぞれの年度の数値

≪主な事務,事業≫

22予算
うち国からの
財政支出

1212億円 12.2億円

Ⅲ義幸`警封 11.6億円 1116億円

66億 円 0

{警鋳鍋割
(全体) 12%

本部
2部 5課
(40人)

うち管理部門
1部2課 (14人 )

35%

支部
47支部(所}

(274A)
うち管理部門

24人
9%

】
‐
．

‐

ｉ

‐

ｉ

‐

‐

卜

‥

』
唱

噸

哺

哺

岨

嘔

ト

ー

ー

ト

ト

‥

」
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(社)日本ボイラ協会の改革案について



4::事務,事業の改革

ちできるだけ早期に検査部門を切り離した上で、研究活動中
心の法人とすることとし、その具体策を検討する志 ■

○検査部門の赤字の解消.    |           (こ

:1 所ヽ以上    )を 事:検査事務所の再編(今後3年間で4か所
定)や間接部門の縮小を図る等t徹底的な経費の肖1減等を図る6   ・   ■
・役員給与を100/o削減する。□圏國薔|‐ i   l l    ■

‐
   |

| |                           ■
: … :

○特定損失準備積立預金等(60億円)の見直し l       l   l‐1検査等の過失により損害賠償を求められた際等合の対応に充て:る積=預金を自家保
険から他社保険へ切り替えること等により、大幅に縮減した上で事業運営安定のため
の基金とする6
1縮減によつて生ずる資産でボイラ‐の安全水準向上ゃ地球温暖イヒ防止に配慮したボ
イラ■燃焼技術・制御技術開発 ― のための研究基金を造成し、その運営を外
部有識1者より成る第二者委員会に委ねる。 |     ‐ 「 |

ボイラーの
安全水準の向上

19

,省エネ、C02対 策等に係る相談援助事業など新たな関連事業を実施する:



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案にういて((社)日本ボイラ協会).

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

1.計画的に赤字を削減する方策を樹て
るべき。     |        |

2:検査の取扱い件数は減つても役害1は
■残る:講習二■ズも減少傾向。それに
合わせて組織規模をどうするか、更に

1検討すべき。        ~ |
3.公 益法人としての枠組みの中で全国
的なサ■ビスを続けるべき:    ‐

○ 常勤職員の更なる削減(肖1減数追加)
(退職者の不補充、非常勤化等)

○ 検査事務所の見直しによる組織のスリム化・効率
化(再編数追加)(検査事務所の駐在事務所化)

○ 役員給与を可00/o削減 |   |    ′
O適 1正な検査料金の設定について検討    L
を実施。25年度以降も更に削減、見直しを実施。

<仕 分け前の改革案> <仕 分け後の改革案>

≪削減数≫

常勤職員
:▲10人

≪再編数≫

検査事務所を駐
在事務所に再編
(今後3年間で3か
所以上を予定)

≪再編数≫

検査事務所を駐
在事務所に再編
(今後3年間で4か
所以上を予定)

≪削減数≫

常勤職員
▲5人

(次ぺ■ジ、続く)
20



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

4:公益法人としての公共的性格を十分
勘案して、積立金の在り方につき検討
すべき:  |,_  ‐

<仕 分け後(改革案を追加)>

外部有識者より成る第二者委員会にて次の
事項の見直しを検討中 ‐        i

O検 査等の損害賠償のための積立預金を他
社保険へ切替え、大幅に縮減した上で事業運
営安定の基金とする。       :、 |

O縮 減にようて生ずる資産でボイラニの安全|

水準向上や地球温暖化防止|二配慮し量ボイ

?有??研で骨

5.新たな関連事業を検討すべき。1必要
な事業の抽出と開拓をすべき。

.|

6.既得権益に守られた法人から、チヤ
レンジする法人に変.わるべき。

省エネ、C02対 策等に係る相談援助事業など
新たな関連事業を検討(新規) 1   1‐

新たな事業による収支の改善

21
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主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

■

■

Ｌ

Ｆ

Ｉ

Ｊ
‐

７

　

　

　

８

　

　

　

９

1技術の進歩に伴つて検査対象となる大型ボ
:

イラーは減少傾向である。検査の際にt水の
管理や燃焼管理等ボイラ■の管理に関する
助言を行うたものが30%となもており、ボイ
ラ■事故のほとんどの原因となつている管理
上の問題が検査時に解消されている:ボイ ‐
ラニは使用状況に応じて変化するので検査が
必要である。欧米も第二者認証となつている。

‐

ボイラ〒等の死傷者数(平成20年)
15名(うち死=2名)|

■ボイラ下の爆発栞害事例(3名死亡)

10.民間企業として再スタ‐卜して改革を
すべ:き

。 |     :
11.公益法人として存在する必要性があ
るのか。|  |

‐登録検査機関としては、民間参入できるよ
うにしている。|      :|

できるだけ早期に検査音̀門を切り離した上
で、研究活動中心の法人とすることとしtそ
の具体策を検討する6

22



(社)日本ボイラ協会の概要

《基礎データ≫ レ4度】【修ゎ2蜂度】く組織体市1≫

役:員|
|||:|||||||:

:常勤5人
(非常勤27人) 肇1準章二|

常勤4人
(非常勤2人)

常勤4人
(非常勤2人)

|り早|
‐‐‐1 1 1 ,  1 1

1  334人   「

〔剰轟員"1〕
1醜島菖:皐 常勤72人

(非常勤34人)
常勤74人
(非常勤39人)

‐| ■ | ■
‐ '

予算| 40億円 留7:お諄議姜ニ なし なし

* 役 職員数は平成22年4月 1日現在、予算額は平成22年度の数値tう ち
国家公務員出身者についてはそれぞれの年度の4月 1日現在1う ち国か
らの財政支出について1まそれぞれの年度の数値         i

≪主な事務・事業≫

予算
(千円)

うち国からの
財政支出|

.2′912′93o ―なし

1′133′436 なし

297′706 なし

〔響鋳島雪魯〕
(全体) 8%

本部

4部 1室

1センタT

(3フ人)

うち管理部門
2部2課(8人)

220/o

:地方

43支音「
36検査事務所
晰主在事務所

(380人):

うち管理業務
担当(26人)

7%

品質システム審査センタ■

支部(43)

駐在事務所(4)

23



,(社)日本臓器移植ネツトヮすクの改革案について

11ヒト(組織のスリム化)

<平 成21年度>

役員  38人
(うち常勤 .3人)

組織 ′3支部
(2連絡所)

<平 成22年度>

役 員 38人
(うち常勤 3人)

⇒
<平 成23年度>
ヽ役員  17人

(うち常勤 2人) ▲21人

▲2連絡所

御 家公務お
-OB関 連 ン 平成21年度 平成22年度 削減数

役員 4/38人中 4/38人中 0

職員 1/36人中 0/41人中 Al

役員:任期満了(平成23年6月末)
後は公募予定(公益社団法人への移行
が平成23年7月以降の場合)
職員:平成21年度末に退任した厚
労省OB職 員の後任を公募予定

■|■「■||■|■1■TFI‐「  「二「=「==・ こ =ギ

2. モノ(余剰資産などの売却)

該当なし

31カネ(国からの財政支出の削減)

F翼層属ヤ
ー
⇒ 瑶富属ン

※平成22年度における要

因は、法改正に伴うシステ
ム、人員増等        :

| <平 成23年度>

1  726百 万円

O臓 器移植を円滑に推進する
ための取り組みに必要な経費
の確保 =     :

○システムの改修等、施行時
の特殊要菌に係る経費は削減
(約1億円の減):      :

▲82百 万円⇒

■
一
■

一一
一■

■

一

=■|す
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4,事 務「事業の改革 |

・効率的な臓器移植のあうせんを行うには、拒否の意思表示も含め、ご本人の意思を確実に確認すること
が有効。       |     |

| このためt                                  l       i

■ロロ団l①  二 本“ 多く
9方

I平移神医春に開する知識を深めていただけるよう効果的な普及啓発を実施

、   ・   ・ アンケ=卜の実施による要望や改善点等の把握や、外部有識者から意見をいただくなど広報活動に |

活かしていく。

%顔lT,1イ語β覇馨罫翡層∽亨髯17う智マl「否?下|キ`fけ,す7亨千亨発〒動ゃ:〒晏〒TI｀
     タ ーゲ'卜別に多様なメディアを用いて、具体的には次のような効率的・効果的な普及啓発活動を

「 行 うこととし、必要な予算確保を行う。■       ■    i t  ■     |
―    【 T般 向け】      |               : 1        ,
‐  .:「 臓器提供意思表示カード等と臓器移植に関する知識や意思の記入方法等の説明書きが■体と

なったリァフレットの作成・酉己布による移植            ■
1 医 療に対する理解の促進:意思表示方法の周知          :

■    ・ 運転免許センター等関係機関との連携や政府広報を活用すること1主より、より探く、より幅広くシ
| ‐  プ ロニチ |       l       l          l‐

   '  :   ‐

:【医療機関・移植コ■ディネニタT向け】
 ニ デ,三二ふ二基jL嘉与る轟修:圭豪楽を充実基二乞|

|.■ |ず ぽ 彗吾:繹 印 剛 硼 難 ょ嬢 講時間に柔軟性を持たま 輔 者OIFA大綱
:る -   1                        :

【その他】                      :
―活動の実績1実施状況をウiブサイト等を通じて随時情報公開 :   1.       :

| ‐② より確実な意思め確認が可能となるようインタ■ネットやモバイルサイトを通じた
1  臓 器提供意思登録システムの活用を推進よ: .

↓

25



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について(lll)日本臓器移植ネットヮ■ク)

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

■

―

十

１

■

1.補助金を増額しても良いが、効率的な普及
啓発をすべき。

1.普及啓発の充実甲強化

<仕 分け後の改革案>

口平成22年度においては、7月の法施行に向けt新制度の
内容を理解して|いただくための普及啓発の推進を図るとと:
もに、平成23年度においてはtバンフレット等の配布と併せ

たアンケ=卜等の実施により、要望や改善点の把握に努め
つつ、効果的な啓発普及の実施を行うなど、必要な予算を,

確保し、広報活動の充実に取り組む。   i

■

Ｌ

ｆ

■

ヾム
″障支こ

　

　

ｏ

一・　鰤御　　・

２
し
ぁ

　

一

<更 なる見直しに反映できない理由>

・当該団体の役員数は現在38人(うち常勤二人)であるが、
仕分けに当たっての改革案として、17人{うち監事2人)とし
たところである。
本団体は、公平なあつせん業務を行うため、主な臓器毎[

の専門家の他に、内科や救急科等他の医療分野や法律
等の有識者より理事会を構成する必要があり、理事数は
15人が適当と考えている。   |  |
なお、15人のうち常勤理事は2人とする予定でありt日常

業務の意思決定はこれら常勤理事が行うのでt機動性の
問題はなぃ。他の理事は非常勤、無報酬である。
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(財)日本臓器移植ネツトワ■クの概要

≪基礎デニタ≫ 【22年度】 【鯵考)21年度】 ≪組織体制≫ 〔締 島雪魯〕

役員 38人
(うち 常勤3人)

1肇鳥肇臭 4人 4人

:うち:■■●:

1現役出尚者

職員
41人 :

〔‐嘉嘉菖れ〕
1轟島貰二韮 0人 人

４
１
１

躍‐二晶
1予算 18億円 8億円 5億円

* 役職員数は平成22年4月1日現在、予算額は平成22年度の数値tうち国
家公務員出身者=現役出向者についてはそれぞれの年度の4月1日,現在,
うち国からの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

≪主な事務・事業≫

予算
うち国からの
財政支出

4.7億円 4.6億円

3.2億円
‐

3.0億円

0,8億円 0。4億円

(全体) 4.9%

本部
4部

(19人)
うち管理部門
1部 (2人)

10:5%

支部
3支部2連絡所

( 2 2 A )    .

: 7…
… … … 「 ~ ~ニ

ュ ニ ユ ニ 〒 = ~ 7 ~ ~ T :

:

l

l

l

l

l

l

l

l

: L 〒

‐ ‐ ‐ ‐ ロ ロ ニ ニ ニ _ _ _ _ _ _ _ ィ

:   ‐   l   l   L 〒

二 ‐ ‐ ‐ 二 ご 冨
■

L ‐ ‐ 二 ‐ 二 J  i l

]  :  口    .       ロ

|「¬i l l T¬  ::
i l il  l i l l il

:|あ l: :東 :中1西|::l
:1喜 ::J日 :日l自l ll
l  lス , I : _上 : [  l  l  l ]
1日 餅 [ |― 十 日‐ 1 + : |
i l tt li「:ハ :今 lハ l il

:l策 l::こl妻l支.lti ll
:1塞|:1濤l萱l萱ll憂|::
:IⅢl:1撃l響l部1部|」
|  :  I]Iり rl`i lEl lど 11 1
i l  llI  I° 人ib仝 :り人l i:
■  ― ■

L二_=二__甲.出二=ニロ:    ~L            _::
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2.■モノ(余剰資産などの売却)

〔(資産なし, ‐     | ‐ 〕|

※平成23年度の国からの財政支出のうち、企画競争の事業については(平成22年度と同様に受託できたと仮定し算出を行つた



4.事 務〕事業の改革

≪今後の改革努力≫

研修,国際会議等事業

O ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合事業についてはt企画競争の結果、国際厚生事業団
^の 委託は廃止3(H.22より)  .          | ‐             ‐

O水 道分野の国際協力検討事業1手ういては、水道分野の国際協力に関する情報提供|よ、厚生
労働省の直接実施に変更(水道分野の国際協力の方針の検討は企画競争で実施)(H.22ょり)

※‐当該事業はASEAN諸国などに対する国際協力として:「東アジア共同体構想Jの具体化に資する施策(社
会的セーフテイネットの構築、水道の整備に関連)であり、AsEAN諸国から高い評価と継続要望を受けているこ
とから、厚労省の事業としては継続が必要。     1         ‐     ‐

種あ含電啓菖謹 1:肇1綿       拿足菅璽磐ア理露曇曇墨liTT乳嘉鯨
力lを警督|澪ヽ

明

29
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4.事 務甲事業の改革(続き)

≪今後の改革努力≫

外国人看護師・介護福祉士受入事業

1.事 業の効率的な実施 :     「      ・

.外国人看護師:介護福祉士候補者の受入れ施設数の増加に伴い、巡回訪間対象施設数は増加することとな
るが、事業の効率的な実施によりできるだけ経費の増加を抑制する6 1

ご同じ地域の受入れ施設を集中的に巡回訪間することにょり、旅費等を節約する。
´

■
・受入れ施設に事前調査票を送付し、あらかじめ記入させることにより、訪問時の確認を効果的かつ効率的

｀

に実施する。

21 PDCAサ イクルに基づく事業の改善等      _

PDCAサ イクルの確立やァフタ■サ■ビスの充実を図る。|

|‐・候補者の日本語能力や専門知識・技術等の習得状況を年1回以上定期的に確認しtその後の学習や研
‐

修等に反映させるPDCAサ イクルを確立する。 、
日受入れ施設からの御意見・御要望を把握しt適切に対応するシステムを確立する:

※
[当

該事業は外国人看護師:介護福祉士受入れ施設支援事業(あっせん事業)とT体 的に行う子とで、ぃずれ
の事業も効率的・効果的に実施することができる。 |                     ‐

<続 く >
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4:事務・事業の改革(続き)

外国人看護師・介護福祉士受入れ施設支援事業(あつせん事業)

≪今後の改革努力≫         :‐      _      ‐

1:就労研修期間の確保(候補者就労時期の早期化)       ●    1

候補者がt協定により許可されている滞在期間を、最大限受入れ施設内での就労二研修に充てられるよう、
1候替者の就労開始時期の早期化を図る| このため、国際厚生事業団が、送り出し調整機関(フィリピン海外
雇用庁、インドネシア海外労働者派遣ご保護庁)とそれぞれ調整し、求人募集を昨年より早期、化して10月か
ら開始することで合意した。     .         1                1

2.マッチング成立者数の増(リストに登録する候補者数の増)      :

より多くの候補者にマツチンーグの機会を提供するとともに、受入れ機関の選択肢‐を増やし、 ~ |
,マッチング成立者数を増加させるょう、マッチングリストに登録する候補者を増加させる。
1   求 人数の約2倍(平成22年度)→求人数の約3倍(干成23年度以降)        :  |

3:求人申込手数料の減額   1  ‐                     |

平成23年度の外国人看護師口介護福祉士受入れについては、事業の効率化により、昨年までに既に候
補者を受け入れている受入れ機関からの求人申込千数料を 31,50o円 → 121,σ00円 に減額する。

<続 く >
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4.事 務`事業の改革(続き):

外国人看護師・介護福祉士受入れ施設支援事業(あうせん事業)

≪これまでの主な改革事項 ≫         1    1        1 ヽ ■

:1.求 本申込手数料の減額(フイリピン・インドネシア両国からの受入れを申請した受入れ機関が対象)(H122より).■
       | (フ イリピンァインドネシア申請の場合 63,000円 → 47,259甲 )  |

2.求人登録申請「マッチングシステムの電子化 (H.21より)     |｀    :

3,インドネシア:フィリピン現地における候補者、の情報提供の実施(インドネシアH.21tフィリピンH.22より)
4.マ'チング方法の改善

①受入れ希望施設による現地合同説明会の実施(H.21より)    '
l②先に候補者の希望を受入れ機関に提供(H.21より)
③現地面接時に日本語テストを実施し、その結果を受入れ機関に提供(H.22より)
④現地面接時にビ・デオを撮影し、受入れ機関に提供(フィリピンH。21、インドネシアH.22より)
⑤マ'チング回数の増加(1回→原則3回)(H.21より)ヽ ・       :           ｀ |

5:経費の節減          ‐   .  :      |      ~       1
①通訳費の節約            .              :   1        1
②航空運賃の節約      ―

′
     |                      |

③現地スタッフの活用           :        ‐
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【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について((社)国際厚生事業団)

主な指摘事項 改革案の薫なる見直し内容

O研 修・国際会議等事業 ‐ ‐

【事業そのもあを廃止】4名:
・一般管理費を負担してまで同社団法人が実施する必
要性には疑間があるのではないか。    |
・IIcA等あるいは良FEl事業者で十分行える」

～
|

1民間1平任せるべき。           | ‐

【事業の効率性を高めた上で、他の良間法人べ補助を|
行い実施】12名              1
・民間又は国で直接実施することで対応できると思いヽ

ます。  |

○研修「国際会議等事業
<仕分け前の改革案>

単純随契でなく、企画競争による選定に参加(H19～)

k任券け後の改革案> こ`レ

○ 所管部局において、事業実施先選定の透明性
向上等を行う。  |li―

選定に際し、これまで厚労省職員で構成してき
.た企画競争の評価委員会に外部有識者の参加を
確保しt透明性の向上を図るとともにt評́1面に際:し
て執行の効率性を重視することとした。(H23→

※ 当該事業はASEAN諸国などに対する国際協力として、 |

彩軍ζ襴 懺端寵観費鯰臨
から高い評価と継続要望を受けていることから、厚労省の事
業としては継続が必要。    11        ‐

参考1:ASEAN・日本社会保障ハィレベル会合事業について
は、1企画競争の結果事業国でない民間企業が隻託(自22‐)

参考2:本導分野の国際協力検討事業めぅち、水道分野あ
‐

国際協力に関する情報提供は厚労省の直接実施に変更
(水道分野の国際協力の方針の検討は引き続き企画競争で
実施)(白22_) |          :
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主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

○外国人看護師 ・介護福祉士受入事業  |

【事業そのものを廃止】1名 : ■

T事業団の設立目的と経済連携協定が結びつかないも
3年という滞在期間しかない中、経済的な影響があると
は思えない。

【事業の効率性を高めた上でt補助を廃上し国で直接
実施】2名
・効果・目的が不明

・現行体制を維持してもEPAの 条件協定に沿うた成果
を期待できない8省全体でグロニバル人材流動化

′
と人 :

材確保の観点から受人体制全体を見直すべき:

【法人への補助を継続するがt更なる見直しが必要(実
施方法の見直し・補助金の削減など)】3名    一

日非常に効率が悪いように思える。また、日標を設定し
た育成が必要          :

・主な事業である外国人受入そのものがEPAとしてス
タT卜したことが誤りであり、国家の人口問題を基礎とし
た労働政策t医療:介護政策、国際交流等として捉える
べきである。法人の責任より政治の責任である。巨PA
の条件が見直されるまでは事業を継続せざるを得ない。

〈続 く

<仕 分け前の改革案>

<仕分け後の議二案>炒 :

口EPA受入事業の受入施設増に伴い、巡回訪間等は
―
m′ J■

口既定経費の削減でできる限り支出を抑える。

1,事業の効率的な実施  l

■外国人看護師・介護福祉=候 補者の受入れ施設
数の増加に伴い、巡回訪間対象施設数は増功口する
こととなるが、事業の効率的な実施によりできるだ
け経費の増加を抑制する。
・同じ地域の受入れ施設を集中的に巡回訪間す :
ることにより、旅費等を節約する:
11受入れ施設に事前調査票を送付し、あらかじめ

記入させることによりt訪間時の確認を効果的かつ
効率的に実施するも           ,

2,POCAサ イクルに基づく事業の改善等
PDCAサ イクルの確立やアフタTサ ービスの充実

を図る。   |   ´         | ―
・候補者の日本語能力や専門知識「技術等の習 .

得状況を年1回以上定期的に確認し、その後の学
習や研修等に反映させるPDCAサ イクルを確立す
る。 |               ‐

〈続 く 〉
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主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

・外国人受入は民間で効果的,効率的に行うことが可
能。現地での日本語教育の実施t専門教育の日本の
現場に合わせた研修の実施など:

L他の法人(例えばJICA)あるいは国の機関に統合
すべき。   ‐

・受入施設からの御意見・御要望を把握し、適切に
対応するシステムを確立する:

※ 当該事業は外国人看護師・介護福祉士受入れ施
:設支援事業(あつせん事業)と一体的に行うことで、
いずれの事業も効率的:効果的に実施することがで
きる。        `    1        1 1

tO組織・澤営体制
【改革案では不十分】5名   ::
二不要な事業は廃上し、それに見合うた体制にすべき̀

,EPAの条件が見直されるまでは事業を継続せざるを
得ない̀ (再掲)      二   1  1

1組織の存続意味の見直しが必要6 ‐    ‐

・当事業団は廃止すべき:    |

【改革案が要当】1名   ‐  ■    1   1
1ヨメントなし                '   ‐

<仕 分け前の改革案>

今後、事業増大が見込まれる受入れ支援事業に
´

対応するためt新たにあっせん事業担当部と受入 :
｀
支援担当部に分ける必要があるgこれにはスタラ'
プ&ビルドで対応することとし、事業部・と研修事業
部を統合する::   :|  |

<仕分け後の改革案> 0

事業に見合つた効率的な事業体制を構築するた
.め、研修事業部を事業部に整理統合し、部長ポス
トを1減。   l     I  :
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(財)国際厚生事業団の概要

レ奏度】 【鯵つ2癖度】≪組織体制≫≪基礎データ》

役員‐|
常勤1人

非常勤9人

‐■ ■ i  ■ | | | ■ | | ‐1 1 1

1峯墓曽:::常勤1人

非常勤2人
常勤1人

非常勤3人

21人

〔鞘饒菖豪〕
1,人 1人

111早 4.5億円 擢轟|お諄長:ニ 2.8億円 2.3億円

来 役 職員数は平成22年4月 1日現在、予算額は平成22年度の数値、うち国家公
務員出身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の4月 1日現在、うち国か
らの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

≪主な事務・事業≫

予算
うち国からの財政

支出

調査IⅢ‐||1事業111‐|111 0.4億 0億

0.1億 0。1億

2.7億 2.7億

笙異ハ嘉轟彗纂λ曇 1.3億 0億

本部 21人
うち管理部門
総務部(3人)

14

地方

総務部
デ常勤3人
(併任1人)

支援事業部
常勤9人

非常勤3人

(併任1人)

水道主幹
常勤1人

巡回訪問室
i常

勤4人'
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(財〉医療研修推進財団の改革案について

1.ヒト(組織のスリム化)

<平 成20年度× 平成21年度><平 成22年度>
役員26名   役 員22名(▲4名)役 員22名

職員13名 (▲2名): 職員12名 (ハ1名)

<平 成23年度>
役員20名 (▲2名)
職員12名
4部

業務部門の再編、管理職ポスト削減

平成21年度 平成22年度 肖1減数

役員 3/22人中 3/22人中

職員 3/12人中 3/12人中

組織の改革
役 員:  ▲ 2人
部長ポスト :▲4ポスト

役員:退任後(23年度)は/AN募

職員:退職後(26年度)は公募
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4.事 務・事業の改革

【受験手数料の見直し】  :  ‐  1 1   ■        .  :  :

事業の効率性を高め、コスト削減に努めるとともに、システム更新の引当金、不測の事態等
の予備費を除き、剰余金の適正化を図ることにより、受験手数料等を見直す。|    |

【国における指定試験機関等の適正化】

○指定機関を■元化する方向でt関係
団体との調整に入り、段階的に実施す
る。      |         |

○指定機関の行う国家言式験事務等
について、今後t関係団体とその統
合の苛能性について協議 :
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仕分け結 えた改革案について|

(財)医療研修推進財団

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

1.受 験手数料等を見直すべき 1:受験手数料等の見直し
ヽ
１
■
ｌ
■
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
■
１
ノ

ｒ
ｉ
ｌ
ト
ト
ー
ー
ー
ｉ
ｌ
ｌ
、

2‐他の法人と統合するなど、試験事務
の合理化を図るべき ‐

2.指定機関を一元化する方向で1関係団
体との調:整に入り、段階的に実施する。|。

こでま

ｏ

月

る

３

め

年

と

３

ま

２

り

成
と

平
を

・
案

具体的な改革
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(財)医療研修推進財団の概要

≪基礎デニタ≫ 【24度】【鯵→24度i≪組織体制≫ 〔響鋳轟塩看〕

1役員||
常勤o人

非常勤22人 方
一琢
一

谷務早■身煮

常勤0人

非常勤3人
常勤0人

非常勤3人

職員
[常勤9人

非常勤3人
フ●■|‐■■||■.11
国家公務員出身者

常勤3人
非常勤0人

常勤3人

非常勤0人

1予算 2.21意 円 肇|IⅢ:|
| | | : ■

■
‐:   . :  1 1  ‐ ■ | | ‐‐

0円 013億 円

* 役 職員数は平成22年4月 1日現在、予算額は平成22年度の数値、うち
国家公務員出身者についてはそれぞれの年度の4月 1日現在、|うち国か
らの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

≪主な事務,事業≫

(全体) 33:30/o

本部
8部

(9人)

うち管理部門
1音「(3人)

33.30/o

地方

「 ~ ~ 7 ~ ~ ~ ~ " ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

研静事業第‐部

研修事業第二部

研修事業第二部

システム綱発常=椰

システム欄備常二部

試験登録郡

―
淵
柵

ト

ー

ー

ト

ー

‥

ｌ

ｌ

ｌ

ト

ー

ト

Ｌ

予算
うち国からの
財政支出

11摯‐デ1瑕 11,,〒11 1.2億円
・

0円

0。2億円 0円

TTI  TI 0。2億円 0円

甲否177ず1町ずイドイ17=摯〒業 0。2億円 0円
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(財)安全衛生技術試験協会の改革案について



手数料について(厚生労働省)      |           |

《これ までの改 革 努 力》      |‐   :1  11
・免許試験手数料(学科)について、平成21年度より、8,300円から7,000円|
に引き下げた。              |           ‐

《これ か らの 改 革 努 力》
: :

・免許試験手数料(学科)について単年度収支が均衡するよう、平成23年度よりt7●00
6:800円に引き下げ、2の影響を踏まえた上で、更なる引下げが可能かどうか検討する

コンサルタン について、5年 以 内に

コス トの 見直 しに

コンサルタ主 について

うことによ'
・今後の試験手数料の決定については、ルールを明確化し、定期的に見直す。

2引 当預金について               |          十
口保有する事業費調整引当預金等(19億円)を見直し、全部又は一部の安全衛生技術センタ‐

の施設の買取り及び試験実施のための民間施設の借上げ等の受験環境改善のために必要な
こと

として

|     ■      |

3適 切な予算の編成― |

●

おいて、予算の見直しを行うよう指導:
・ 見直し後の予算について厳しく精査する。
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【参考|】仕分け結果を踏まえた改革案について((財)安全衛生技術試験協会)

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

【安衛法に基づく18種類の免許試験】

1.収益が大きすぎるので、受験者^.
の還元を最大限行うべき。  ‐  :

2.1妥当な収支となるような受験料の引
き下げが必要ふ . I

3.受験者が20万人レベルから16万人
レベルに下がると予想されるため、職
員数もよリー層肖1減するべき6

収支均衡を目指した受験料の設定を
推進(H23年度の受験料引き下げ拡大)

<仕 分け前の改革案> <仕 分け後の改革案>

学科試験
23年度:6′8oO円

(▲200円)

学科試験
・

23年度:C800円
{▲200円) |

※引当預金を精査の上、
更なる引き下げが可
能か検討する。

※()内 の増減額はH22年度7′000円との比較

受験者数減予想に1対応した職員数の削:

減を実施(H2二年度の削減数拡大) |

<仕 分け前の改革案> <仕分け後の改革案>

常勤職員数
23年度:88名
|{▲2名)

常勤職員数
23年度:87名

(▲3名)

※()内 の増減額は自22年度90名との比較
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主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

4.試験そのものの必要性は否定しない
が、あまりに細分化されているのでご整

:理甲統合を図り、指定制度を廃止した
うえでコンペ方式でアウトソニシング
するべき。       |.

○ 免許試験の区分については、平成二8年度に
「タレァン運転士免許」と「デリック運転士免許」
を統合したところであるが、有識者により構成さ
れた「労働安全衛生法関係試験制度等の見直
じ検討会」が平成22年4月にとりまとめた報告
書においてt      i  l   ●
「現時点では見直しの必要はないが、引き続き、
状況の変化に応じた必要な見直しの検討を行
つていくべきである」          |
ときれた

'と
ころであり11大況の変化に応じ必要な

見直しを行つていく。     ■

○ 免許試験は1二定の危険、有害な業務に従
事する者の能力をそれにようて担保し、労働災

害の防止に資することを目的としている国家試
験であり、その試験の実施に当たつては、高度
の公正口中立性、斉■性が要求されるものであ
ることから、受験した年度にようて不公平が生
じないようにすることが必要であり:実施機関が

1年度により異なることも想定される競争方式に
よる試験機関の指定は適当ではない6
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主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容 :

【労働安全・衛生コンサルタント言式験】

【作業環境測定士試験】 ■

1:恒常的な赤字解消のための受験料
の見直しをするべき。赤字について他
:事業からの流用はあってはならない6

21資格者の位置づけを高めて、受験
者数を増やすべき。

｀
      |

3.試験実施団体と登録団体との財務内
容を連結で公表しt透明化を図るべき。

収支均衡:を目指した受験料の設定を
推進

1.試 験コス トの肖1減 ~
会場借料等の試験コス トをさらに見直し、コス ト削減

に努める。

2.収 支均衡を目指した受験料の引き上げ  |   :
免許試験の収支とは明確に区分し、5年以内に試験ご

とに収支均衡とするよう、計画的かつ段階的に受験料を
引き上げる。            |
収支均衡となるまでの暫定措置として、引当預金から

コンサルタント試験、作業環境測定士試験の安定的な事
業運営のための資金に充てる」

3.資 格の周知
労働安全 口労働衛生コンサルタント資格、作業環境測

定士資格について周知し、受験者数の増につなげる8

」と信i談撃
業 ・登録事業)の 収支状況をわか,りやすく公表する6
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主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１

＋

■
リ

カ

あ

い

で

な師
肋

Ю一つ
齢
昴
．

印
帥

２

【組織:運営体制】 1  ■ ‐
1,法人は単に試験ビジネス実施団体で
,あり、解散するべき6●

○ 弓|き続きt支出の削減など法人の効
率的な運営を指導する。  1

の
一　
は
　
０

積
・

引

民

３
　
　
４

5L(予算と決算の乖離があり、
1)予

算と
実績の管理精度を高めることが必要。

引当預金の見直し

<仕 分け前の改革案>  | <仕 分け後の改革案>

:施設の改修等
への活用

・試験の安定的な

事業運営のた

|めの基金

・全部又は一部の施
設の買取り及び民間
施設の借上げの資
金とすることを検討

・収支均衡までの暫

定措置の資金

⇒

適切な予算の編成

予算と決算の乖離があることに|ついて、平成21年度補
正予算認可書において指導した。
また、平成22年度予算も決算 (見込額)を 踏まえた予

算編成となっていな,いと考えられたため、平成21年度決
算 (o月に確定)を踏まえ見直しを行うよう指導した。.
見直し後の予算につし`て巌しく精査する。



(財)安全衛生技術試験協会の概要‐

≪基礎デ■夕≫
る

合
め
割

占
り雄蜘

法

管

役1員|
常勤 3人

非常勤 9人
ち|11■|■
1甲尋↑繭‐早|1量言

常勤3人

非常勤1人
常勤3人

非常勤1人

1職員
1      90A

f:藻彗輪員11111雛1章:集
常勤34人

非常勤1人
常勤37人

非常勤1人

予算 16.5億円

| |  ‐ = ‐ | ‐
‐

■ ●
‐

1

■ ■ ■ | | |‐
| | | |

甲Ⅲ,9黙撃率■
0円 0円

* 役 職員数は平成22年4月 1日現在t予‐算額は平成22年度の数値、うち国
家公務員出身者についてはそれぞれの年度の4月 1日現在、う

°
ち国からの

`財政支出についてはそれぞれの年度の数値

≪主な事務・事業≫

予算
うち国からの
財政支出

1黎義雰霧 篠1:肇野: 13.7億円 0円

1.8億円 0円

1億円 0円

【2奏度】【修わ2癖度i≪ 縄織 体制 ≫

】
・

‐

卜

‐

‐

・

ト

ト

ト

ー

ｉ

ｌ

(全体)

本 部

総務部

試験管理部

試験業務部

試験問題研究開発部

北海道安全衛生技術センタT

東北安全衛生技術センタ=

関東安全衛生技術センター

中部安全衛生技術センタニ

近畿安全衛生技術センター

中国四国安全衛生技術センター

九州安全衛生技術センタニ

「

―

―

一

ｌ

ｌ

ｌ

ｉ

Ｌ47

4部 4室 5課
( 2 9 A )

うち管理部門
1部2課 (6人)

7センタ=

(フ2A)



(財)ヒュニマンサイエンス振興財団の改革案について

1.ヒト(組織のスリム化)

肥 雲>下緩筋ご>
く平成23年度>:

職員14人(派遣職員0名)|
※下記を前提として人員の半減ヘ

〆 国 琢 公 務 員
ゝ    ハ D曲 鮨占

平成21年度 平成22年度 削減数

F ―
役員 6/40人中 2/34人中 ▲ 4

]

1 職 員 1/25人中 1/23人中 0

人員の半減
人員:最大▲ 12人(新規)
組織:最大▲3部門(新規)

OЁ役員:次期改選時か

ら公募(任期2年):

2.モノ(余剰資産などの売却) :余剰資産はない       ■ 二■S劇囲題睦

ふら郊外へ'二賃借:料1000万円の減 ▲1,000万円(新規)

3:

補助金を大幅削減
▲5.3億円(新規)

下u仄llマ鮮1‐→
民間資金(3.3億円)民間資金(3.0億由)‐

≪削減額≫

制度改革については「4.
事務・事業の改革」参照

<平 成23年度>
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4:事 務・事業の改革

政策創薬総合研究・推進事業

1日国が直接公募して実施主体を選定

口医薬基盤研と共同運営しているバンク事業(細胞及び遺伝子)につい
て|ま医薬基盤研^の■=イしを歯る。その他のバンク事業(日本人B.
細胞株、ヒト組織及び動物胚)についても、業務の継続性に配慮しつ
つ移管を検討するよ  -   11         ■
・認定丁LO事業に対する国庫補助の縮減に向けて取り組む   ‐
・自主事業の更なる実施による,自主財源の確保  :

●
●
一〓●
■
一一■
．一■
■
一●
■
■

●
・■
一

事業自体の見直し

国が直接公募して実
施主体を選定

運用方法の見直し

更なる評価の透明性・

公正性の確保  . :

国民L研究者に対する
サ■ビスの低下を招かな

‐

いよう配慮   ―  ―

111■

ヽ の

¨
・・・
２
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【政策創薬総合研究事業・同推進事業】仕分け結果を踏まえ.た改革案について(HS財団)

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容
■
１ 事業効率を向上させるため、国「他の

法人への移管も含めて検討すべき6

2.他の組織との連携(重複課題の排除)
により効率化を図るべき。     .

1,国が直接公募して実施主体を選定

⇒

幾会の整備と契約等の
1る事業主体を公募(23

1査を実施、他の機関と
てヽは連携の在り方をお

国
::事

業主体を公募
´

重複調査の実施
法人:民間資金の拡充

公募に応募 t

l 重 複調査の実施

3,評価委員会の透明性・公正性を確保
すべき:         :

(1社しか参加しない研究課題は直接国から補助金を
出すのと代わらないのでやめるべき)

2:更なる透明性:公正性の確保※

b類 萄 扉 蘇 蔭
○評価委員から企業在彙
○関与する申請課題の署
○異なる構成の委員会に

②マッチング(応募)規定に

く0マッチング嗜甲1欅‐黎
<仕 分け前の改革案>

ハ
＝
―
―
ノ

施実

<仕 分け後の改革案>

○轟薦委員|0補 助金率の低減

○民間資金の増加 ○マッチング規程見直し

ロセス し 50



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

11廃止すべき。 1.寺本の廃上′    | |   ‐

〔1曇羹瑳l瞑夏彗葬詈諄?潔::LttξT尾進ξ発|,|うIF〕

<仕 分け前の改革案>|   <仕 分け後の改革案>

事業の廃止 ⇒ 事業の廃止
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【認定TLo事業】仕分け結果を踏まえた改革案について(HS財団)

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

1.公平性を向上させ、会員以外にも情
報を提供すべき。

1:写なぅ情報爆体2堆:多:二‐‐‐J
O非会員への開示範囲の検討(H22年度から実施)
0非会員への開示範囲の拡大(H23年度から実施)

<仕分け前の改革案> | <仕 分け後の改革:

○特許登録の事実の
みHPを二般に公開

○会員に登録情報を
‐

専用HPで公開

<仕 分け後の改革案>

ないことを広報

○非会員べの公開で
きる登録情報内容
の見直し、情報開示

成果の向上のための知財対象の厳選
・枠組みの見直しを行うべき。

2. 2.盛界ロキ.つための確聾1奎: | .
O特許登録を行う課題を厳選する枠組みの検討
,(H22年度から実施)

0課 題厳選の枠組みの実施(H2二年度から実施)

<仕 分け前の改革案>   く 仕分け後の―改革案>

ノウハウ提供の強化

ヽ
可
―
「
ノ



【研究資源供給事業】仕分け結果を踏まえた改革案について(HS財団)・

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

11医薬基盤研に移管すべき

(0貴重な研究資源であるためt■元的に管理・運営
できるようにすべきる

O確 実に事業を継続できるよう、厚労省は全面的に
バックアップすべき:)        1  ‐

1.医薬基盤研にT元的IF移管・
 |

○医薬基盤研と共同運営しているバンク事業(細胞
及び遺伝子)については医薬基盤研への■元化を
図る。(H23年度から実施に向けて検討) |

○その他のバンク事業(日本人B細胞株、ヒト組織 ‐

及び動物胚)にっぃでも、業務の継続性に配慮し
つつ医薬基盤研に移管方向で調整を行う。(H23年
度から実施に向けて検討)

<仕 分け前の改革案> <仕 分け後の改革案>

0基 盤研と共向運
営しているバンク
事業(細胞及び遺 ヽ

1伝子)については
医薬基盤研ヽの|

i二元化を図るも

○その他のバンク
‐事業(日本人B細

胞株、ヒト組織及
‐

‐び動物胚)につい

.ても、
.業

務の継続
性に箇己慮しつう

移管を検討する。

○基盤研と共同運
営しているバンク
事業(細胞及び遺
伝子)については

医薬基盤研全の
、一元化を図る。

○その他のバンク

事業(日本人B細

胞株、ヒト組織及
び動物胚)につい
ても、業務

―の継 続
性に配慮しつつ

移管を検討する6
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TLO法 第十二条第1項第3号 ‐|   |              |.:

当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受
ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して

別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定め
いるものであること

技術移転事業の認定に関する要綱(厚生労働省)(抄)     |

会員制を採用し、会員に対して優先的に特許権等についての情報提供を行う場合は、会員になるための
条件において不当な差月1的取扱いをすることなく、広く会員を募集すること:|

①会員になるために特段の要件無し、   ② 広く会員をホ‐ムペ■ジで募集



(財)ヒュ■マンサイエンス振興財団|の概要

≪基礎デT夕 ≫
22 ( 21 度】

役員| 常勤1人

非常勤33人

―

者
一

●
身

一

●
出
■

●
百員
●

一
鱗
一

弥
醜一

常勤1人

非常
.勤

‐1人
常勤1人

非常勤5人

1職員

常勤23人

1非常勤0人

〔耀轟管:^〕
菌謀̂義責二首薯

常勤1人

非常勤0人
常勤1人

非常勤0人

20億円 腎議:ら轟:: 13億円 15億円

r― 甲 7■
― ― 〒 ― ― ~ ~ ~ ~… … … … … … …

l

l
組織図(平成22年 4月1日)

* 役 職員数は平成22年4月 1日現在、予算額は平成22年度の数値、うち国家公
:務員出身者についてはそれぞれの年度の4月 1日現在、うち国からの財政支出
についてはそれぞれの年度の数値             :

≪主な事務・事業≫|    ‐
[     [

=予算
うち国からの
財政支出

13`3億円 10。3億円

葛纂議諸轟砦鰊鋒: 2億円 2億円

0,7億円 0。3億円

1億円 0

|■1申1事業, 3億円 0

::‐  : 地 方 (大阪)

: 会 長

l 監 事

l

:

l

l

: |

11

:

11   i

l

l   .

:

:

:

li

総務部

経理部

国際部

研究企画部

1技術移転センター

動物実験実施施設認証センター

≪組織体制≫

うち管理部門
2音「(5人)

1部(7人)

55
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(財)i理容 美 験研修センタ■の改革案1こついて

1:ヒト(組織のスリムイじ)

<、平成1フ年度><平 成21年 度><平 成22年 度>

理事 22名
:  理

事‐22名   理 事 18名
(うち厚労省OB役員) ,(う ち厚労省OB役員)   (う ち厚労省OB役員)

<平 成23年度>

理事 7名
‐  来 公益財団法人‐ 移行認是覆

:理事 ▲11名  ―
口役員報酬の引き下げを要請
,人件費削減によるコストダウン

平成21年度 ‐平成22年度 削減数

役員 6/24人中 5/20A中 ▲ 1

職 員 5/57人申 4/55人 中 Al

年9月)に常勤の国家公
務員OBポスト1名を公

募、1名を削減予定

②平成22年7月に厚労
省OB非 常勤役員2名

職員:国家公務員OBにつしヽて
は定年により順次解消。そ
の後は公募

2ロモノ(余剰資産などの売却)

※余剰資産等なし

3.カネ(国からの財政支出の削減)
※国費投入なし  ‐



4.事 務L事業の改革

○講習効果の更なる向上    :   :     ・              :

:講習目的に着目したテキネトヘの全面改訂 等 ・             |    :
0少 子化による受講者数減の影響を最小化するためt国民視点に立脚したコスト削減の徹底  :
.(契約の徹底した適正化、調達コストの肖1減 等)  =

O理 容師等が2名以上の場合に課せられた管理理容師・美容師希1度の在り方について、理容師・美
容師の方や関係業界の意見の十分な聴き取りと、1実‐態のIE握を行うための検討の場を平成22年
朝 刺こ訓 九妹 狙 週 こ結論を得乙

め裏圭ふふ墓 |‐    |※見直しを行うためにはt・:理容師法及び美容師法
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【参考】仕分け結果を踏まえた改革案にういで    1
1((財)理容師美容師試験研修センタ■)     :

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

WGの 評価結果
1廃 止(管理理容師・美容師講習の廃止)ゴ

′
権限付与白体の廃止 7名  ノ    ‐
見直しを行う1名(講習内容を見直すべき 1名) ・

0公 麦衛生につ―L主て:の理解を深めていくことに関し

|て、評価者は何ら疑間を持っていない。ただ:この
講習制度の立てつけ上、理容師二美容師が2名に
ならたら受けなければならないことの合理性が、

1本 国の説明では理解できなかった6

0公衆衛生に関してt理容師口美容師の資格を取得
する際に、より■層、公衆衛生にうぃて理解を深
めさせることはいいと思うが、わざわざ2名になる
時にこれを受けなければならないと義務付けること

○業界団体は、衛生水準の維持の観点から、管理理、
容師口管理美容師制度の廃上に対しては反対して
おり、制度の存続を求めている。 |
(業界団体では、廃止に関する決議を行うとともに、制

度の存続に係る署名活動を進めている。)

<仕 分け前の改革案>

O平成22年9月までに常勤の国家公務員OBポスト
については、公募

0人件費削減によるコストダウン

については、当WCと しては理解できない。■のた

豊|
止・見直しを結論とさせていただく。   |
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主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

〇講習効果の更なる向上
|1講 習目的に着目したテキストヘの全面改訂 等
○少子化による受講者数減の影響を最小化するため、
国民視点に立脚したコスト削減の徹底

(契約の徹底した適正化、調達コストの削減 等)´

<仕 分け後の改革案>

○役員報酬の引き下げを要請  :   ‐  |

○平成22年 7月に厚労省OB非 常勤役員2名肖1減
○平成22年9月までに常勤役員の国家公務員OB
ポストのうち、「¬名を公募、1名を肖1減

｀
:  :

○国家公務員oB職 員については定年により順次解消
その後は公募|     ‐     |

o理容師等が2名以上の場合に課せられた管理理蓉
,師,美容師制度の在り方につし,て、理容師「美容師の
方や関係業界の意見の十分な聴き取りと、実態め把
握を行うための検討の場を平成22年 9月中に設け、
年末を目途に結論を得る。   11 1 ‐

※見直しを行うためには、理容師法及び美容師法の
改正が必要   4‐  、      |
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(財)理容師美容師試験研修センタ■の概要

≪基礎デニタ≫ 〔馨舗轟笥割【24度li(蓼詢2鮮農】≪組織体制≫

役員
常勤2人

非常勤18人

| ■ | ●

: ■

 ■ ■

‐

■ | |

召謀ム1貫‐二|
常勤2人

非常勤3人
常勤2人

非常勤4人

け早|
55人

〔罪理纏為晟員二7A〕
1畠1轟1菖1‐臭

常勤4人

非常勤0人
常勤5人

非常勤0人

13億円 なし なし

* 役 職員数は平成22年4月 1日現在、予算額は平成22年度の数値tう ち
国家公務員出身者についてはそれぞれの年度の4月 1日現在、うち国か
らの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

≪主な事務,事業≫

′予算 うち国からの
財政支出

8.2億円 なし

2.0億円 なし

指|=講習事業 2.1億円 なし

(全体) 7130/0

本部
4部

(25人)
うち管理部門
1部 (6人)

240/0

地方
11事務所
(5ブ人)

うち管理業務
担当(0人)

0%

地方事務所(11)
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(財)全国生活衛生営業指導センタ=の改革案について

1.ヒト(組織のスリム化)

<平 成2o年度><平 成21年度><平 成22年度>i

理事 20名   理 事 20名  理 事 10名‐
理事長は厚労省OB(常 勤) 理 事長は厚労省OB(常 勤)理 事長は生衛業界の方(J卜常勤)

(ヅ君驚褥)iml聟 乳2)膚 羅驚鶯:‐ →｀
          ※ 非常勤2名にういては、

次期改選期に見直し

<平 成23‐年度>

理事 19名

二厚労省OB非 常勤役員2

名を削減済み

役員:平成22年 7月の改選時
に厚労省OB非常勤役員
2名減)  _■   |

平成21:年度 平成22年度 肖1減数

役 員 4/22人中 3/21人中 Al

職 員 3/9人中 3/9人中

1 _

職員:国家公務員OBにつして
は定年により順次解消6そ
の後は公募 |

2.:モノ(余剰資産などの売却)

※余乗1資産等なし

3ロカネ(国からの財政支出の削減)

※クリ■ニング師研修等事業については国費投入なし 平成22年度予算 1 :409,346千円
→ 平成23年度概算 131;890千円

277,456千円の肖1減  ‐

生活衛生振興助成費等補助
金については、4:の事務・事業

え適切に反映



4.事務・事業の改革

クリ■ニング師研修等事業

【都道府県に対する技術的助言・周知の強化】                  ―
○保健所による立入検査・受講指導の増加に向けた技術的助言・周知の徹底を図る

【財団法人全国生活衛生営業指導センターに胡する業務運営の改善】   ‐    |
○受講二ニズを踏まえた研修テキスト及び研修計画の大幅な改善を図る●

: こテキストの改訂頻度を高め、最新の技術的知見を教授                   |
・クリニニンリ1こ係る最新の時事事項にも対応した副教材の活用 ‐               |
・個人経営者の二=ズを踏まえた開催回数及び研修場所の確保        |

O関 係機関との連携強化策を図る     一     ‐   ‐
‐受講促進を目的に1都道府県、保健所、クリーニング同業組合、生衛指導センターをメンノヽすとした「関係者
懇談会」を設置しt不断の研修運営改革を追求

OWeb広 報機能の拡充・強化策を図る       1  :   :

|【検討の場の設置】  |
○クリァニング業法で義務仕吐られているクリ三ニン型ETの資質の向上方策の在り方について、クリァ

… 2年 9月中に設けt年末を目途に結論を得る。   ‐       |‐       .|
※見直しを行うためには、ウリ■三ング業法の改正が必要             :



生活衛生振興助成費等補助金

○中小零細企業が多い生衛業界の実態を踏まえ、不断に事業の効果検証を行いこ効果的・効率的
な事業の見直しを行う ●       |

○経営指導員等の人材育成や情報提供の充実を図る.

○国民的視点に立脚したコスト削減の更なる徹底      ‐
(契約の徹底した適正化tシステム等の調達コストの削減、普及啓発及び検討会開催経費の効
率化等)

○全国センタ■事業め見直しを行うための検討の場を設ける  日 圏囲勁.  |
○施策の目的には非常に賛□立るものがあり、士分b説 明≧土1分な効果測定書行うべきとの御指摘

の趣旨を踏まえ、国民的視点に立脚した成果(アウトカム)重視の事業への転換を図るためt平成
21年 度の事業の効果についての事後検証を実施する検討の場を22年 0月中に設置する。‐

○平成2二年度予算概算要求におしlて1ま、1行政刷新会議の指摘を踏まえ、既存の補助金は廃止し、
新たに生衛法の趣旨(経営の健全イL、衛生水準の向上二,自費者の利益擁護)及び現場の二■ズ

:

を踏まえ補助金の在り方をゼロベニスで見直し、     1  ‐
| l① 有識者による事業の効果検証の実施 ・
‐ ② 事業の重点化|  1     1 ‐

③ 事業実施者への補助への転換 (直接補助の実施)i「             :
等を行うこととしたところである。

' | :    ‐
 ‐

6



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について
((財)全国生活衛生営業指導センター)|

クリーニング師研修等事業

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

Weの 評価結果       ‐    ‐

廃■L(国による研修義務付けの見直し)
.権限付与自体の廃止 8名

○内容融ともかく、この制度自体がうまくいうていな
い(本研修の意義が不明確tそもそも国の事業と
して行う主統性がない、といもたコメントがあつた8

‐○1品質が落ちれば淘汰されていくゎけでt品質向上
|の話は業界内で行えばよくヽ国が義務付ける必要
性についての納得得られる回答がない。  |

O結 論としてはt権限付与自体の廃止だが、内容と

○業界の意見としては、クリ三ニング師研修等事業の廃止は利
用者の財産の毀損や健康被害が生じることを容認することにつ
ながるとともに、零細事業者は淘汰されて然るべきとの評価結
果については、切り捨て政策で到底容認できないとの意見であ
る。            _   ‐
(業界団体では、廃止に関する決議を行うとともに、制度の存
続に係る署名活動を進めている。)    i

<仕 分け前の改革案>

【都道府県に対する技術的助言・周知の強化】
○保健所による立入検査=受講指導の増力剛こ向けた技術的助
言:周知の徹底を図る             .

〉

してはt国が義務付けること自体を見直す、行う
にしても中身について

:精
査するtということを結論

としたい。
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主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

【財団法人全国生活衛生営業指導センタニにおける業務運営
の改善】  |       .    1‐

?     吟すネ午ツ?]1ネ|千‐びT修訂F?脊炉な
:

:テキストの改訂頻度を高め、最新の技術的知見を教授
:

ロクリーニングに係る最新の時事事項にも対応した副教材の活用 :
・個人経営者の二=ズを踏まえた開催回数及び研修場所の確保

○関係機関との連携強化策を図る .   :
・受講促進を目的に、都道府県、保健所、クリーニング同業組合、生
衛指導センターをメンノヽ一とした「関係者懇談会」を設置し、不断め研i
修運営改革を追求  ::     ‐  ・      |

OWё b広報機能の拡充・強化策を図る       .

<仕 分け後の改革案>

○クリすニング業法で義務付けられているウリ十二ング師の資質
の向上方策の在り方についてtクリTニング師の方や関係業界
の意1見の十分な聴き駆りにt寒態の把握を行うための検討の場
を平成22年9月中に設け、年末を目途に結論を得る。
※見直しを行うためには、クリニニング業法の改正が必要
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生活衛生振興助成費等補助金

主な指摘1事項 改1車案の更なる見直し内容

:  廃
止 5名、自治体口民FE5 1名

国等が実施 1名(事業規模縮減)     .
当該法人が実施 1名(事業規模縮減)         .

0評価者全員がヽ中小零細の方々 の衛生面について、国が何

で体的に支出されている内容を見たときに、果たしてその目的が
達成されているのかどうかという点につしての説明が十分にな
かつたb         l ■             1.:

OttWGと してもt4億円という国費の使い方に関してひとつの評
価を下すに際してtその効果等がわからないきま、存続が必要 |
‐だとは決して言えなぃ。小規模な事業所は非常に努力されて |
いることはわかるも、その衛生水準の向上に寄与したい気持ち |
はあるがt厚労省からは、そのために何故4億円が必要なのかt

諸鵬は埴2激欝認轟
翻輝島

弩
翼

ト
ー

ー

ー

ト

ー

ト

ー

ー

ト

ー

ト

ー

ト

ー

ー

ト

Ｌ

ト

ト

ト

ト

O国 が補助するという政策目的を否定されているものではな
く、十分な説明と十分な効果測定を行うべきとの御指摘と
考えられる。

○業界の意見としては、「廃止」との評価結果について、「生衛業:
の健全な発展、衛生水準の維持向上及び消費者利益の擁
護を図るための各種施策の消滅」、「都道府県生活衛生営業
指導センターの解散」に繋がるものである、との反対意見が出さ
れている。(業界団体では1廃止に関.する決議を行うとともに、
制度の存続に係る署名活動を進めている。)

<仕 分け前の改革案>

○中小零細企業が多い生衛業界の実態を踏まえt不断に事業
の効果検証を行い、効果的`効率的な事業の見直しを行う

O経 営指1導員等の人材育成や情報提供の充実を図る .
0国 民的視点に立脚したコスト肖1‐減の吏なる徹底(契約の徹底
した適正化、システム等の調達コストの削減、普及啓発及び

,検討会開催経費の効率化等)
O全 国センター事業の見直しを行うための検討の場を設ける

〈

サ

6



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

<仕 分け後の改革案>

○非常勤役員2名を削減済み
0国 家公務員6B職 員については定年により順次解消。その後
は公募 ´

○施策1の目的にはリド常に賛同するものがあり、十分な説明と十
i分

な効果測定を行うべきとの御指摘の趣旨を踏まえ(国民的
視点に立脚した成果(アウトカム)重視の事業への転換を図る

:ためヽ 21年度の事業の効果についての事後検証を実施する
検討Ω量 22年9月中に設置する。■        .

_0平成23年度予算概算要求においては、行政刷新会議の指

‐   ｀

新たに生衛法の趣旨(経営の健全化、衛生水準の向上、消
費者の利益擁護)及び現場の三ニズ     、
|を堅まえ補助金の在り方≧ゴロペースで見直し、   |
① 有識者による事業の効果検証の実施  |  ‐

l②
:事業の重点化

,③ 事業実施者への補助への転換 (直接補助の実施)
量整Jテうこととしたところである3 ‐ ‐        :
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_(財)全国生活衛生営業指導センタ■の概要

≪基礎デ■夕≫
【22年度】 【て参考)21年度】

役員
.: 常勤1人 .

非常勤20人
常勤1人

非常勤2人
常勤2人

非常勤2人

職員
9人

〔鶉 負11 )1墓:嘉二ξ
常勤3人

非常勤0人
常勤3人

非常勤0人

1予‐
算 6億円 4億円 4億円

*役 職員数は平成22年4月
「
1日現在、予算額は平成22年度の数値、うち国家公

・務員出身者についてはそれぞれの年度の4月1日現在、うち国からの財政支出につ

いてはそれぞれの年度の数値

《主な事務‐事業》

予算 うち国からの
財政支出

4億円 4億円

0,41意円 なし

0.2億円 なし

《組織体制≫      〔 肇絲嘉38
(全体) 200/o

本部
3部

(10人)

うち管理部門
1音「(2A)

200/o

地方
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(財)労災保険情報センタ■の改革案について

2:|ノ(金利章事など|‐売却):  JI  : | ‐|
〔1草産なし

―    |   ~      i            :
|■く削1減■額|≫

ヽ
ｌ
ｌ
ノ

3ロカネ(国からの財政支出の削減) <平 成23年度仙章要求)>
5 , 8 9 9百 万 円

<平 成21年度>‐<平 成22年度>

8,889百 万円   6,573‐ 百万円

委託事業費   ‐
1,552百 万円

行政経費 (委託事業の国移管
に伴 う経費)

1,227百 万円
(移転経費173百 万円を除く。)

補助事業費     ′
3,‐120百 万円

⇒ヽ

１

１

■

ｌ

ｌ

ｉ

ノ

円

　

円

万

　

万

百

　

百

．業
，２５‐議砕

託

３
助
３

′
委
　
補

ｒ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ト
ー
ヽ

ヽ
■
ｌ
ｌ
１
１
１
ノ

円

　

円

万

一　
万

百

　

百

．報
，３４７事業費‐，５４２

託

３
助

５

委

　
補
¨

ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

卜

に

‐ ▲ 6.7億 円 :
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1.ヒト(組織のスリム化)

><平 成22年度 >

職員 697人  職 員 6フ 6← 680

L二 _

く肖「1減■数≫

僣            界

<平 成23年度>

:《改革の方向性》  ‐
国からの財政支出の削減に伴う組織

のスリム化が見込まれる:   .

※平成22年6月に専務理事を公募により
民間出身者から選任`

く今‐後|の対応≫■||
平成21年 度 平成22年 度

政経験者である職員の減少が見込まれる:

平成23年 度中の委託事業の廃止に伴い、行

4/11人 中 ▲4← ▲30← 1/10人 中

127‐ 129/
676■ 680人

▲26や ―▲24153/697メ 、[中



4.事 務・事業の改革

lllI1lII,IIIII:Illl                                  l     ‐                                、     ´ 「               |  :                      1    1      ‐       |          ｀             |        : |‐
O 労 災診療費審査体制等充実強化対策事業 (委託事業)|

1占平成23年 度中に委託蔓業を廃止し、事業規模を縮減の上、国による直接実
施に切り替える。     1     1   ‐

※ レセプトオンライン化に'い て|まL早 急に経費等を見直しの上予算要求し:
1 労災レセプト審査業務の効率化 :迅速化を図‐る。  1 1  1
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【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について((財)労災保険情報センタT)

行政刷新会議における「労災診療費審査体制等充実強化対策事業」の評価結果に対する改革案

主な指摘事項 改革案の更なる見直 し内容

○ 実施機関を競争的に決定 (事業規模は縮減)

事業の効率的 ・効果的実施のために、競争
条件を,見直し民間企業が参入しやすい条件に
改める工夫: |           ‐

早急に労災レセプト電算処理システムを整
備して効率化:迅速化手Tズ に対応 ‐ ■

<仕 分け後の改革案

平成23年 度中に委託事業を廃止しt 事`業規
模を縮減の上、国による直接実施に切り替え
る。                「

‐                                            |｀̂`́ 〔

く改革案の考え方〉     :
「政府関導公益法人の徹底的な見直しにっいて」(平成21年12月25日閣

繹 毬籠霞輪訪錯霧監犠l¬う
卜
Ψ雫彎計

(参考)    .                  |‐  l i
評価者のコメント(抜粋) :      ヽ          :
・本来、国が行うべき事業であるならば、独法化した方が効率的ではないか:レセプトオン
ライン化も予算計上見送りで進まないなら、当分、外部委託は現実的ではない。

つプ層型暑r翼嵩澤踊認竃塾費
―≒言業雫十と|申ヽ↑?内調|をす討す1げヽすンラ

:醜壌賛ふ量厭腎蠣雛 躙撃建彼駆襦 減1可ヾ能な見よ
が必要。                         _

レセプトオンライ‐ン化にういては、早急に経
費等を見直しの上予算要‐求し、労災じセプト
審査業務の効率化「迅速化を図る: ■
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こ(財)労災保険情報センタ■の概要

≪基礎デ‐ター≫
【224F月電】 i藻)'4度】≪組織体制≫ 〔書錦嘉雪魯〕

1役員
常勤1人

非常勤9人
1為去裏彗二二暑

常勤1(注)

非常勤0人
常勤2人

非常勤2人

職員 常勤680人 準1轟|1暑‐常勤129人
常勤151人

非常勤2人

予算 123億円 1読|:お諄幾姜二 65億i円 89億円

* 役 職員数は平成22年4月 1日現在、うち国家公務員出身者については
それぞれの年度の4月 1目現在を、また、予算額は平成22年度の数値、
うち国からの財政支出についてはそれぞれの年度の数値を記入。

(注)公 募の結果、平成22年6月17日に専務理事が民間出身者と交代し、
役員の自蒙公務自由身者はo人とならな^      ,

≪主な事務1事業≫

予算
うち国からの
財政支出

32億円 32億円

58億円 33億円

31億円 0億円

(全体) 3.50/o

本部
5音「

(33人)

うち管理部門
2部 3課 (10人)

300/o

地方
47事務所

(647A)

うち管理業務担当
(14人)

2.2%
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企画調整・情報普及部

医事・医療解析部

事務所(47)
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